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令和元年第６回 邑南町議会 定例会（第３日目） 会議録 

【令和元年12月11日（水）】 
―― 午前９時30分 開議 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開議宣告 

 
●山中議長（山中康樹）  おはようございます。これより本日の会議を開きま

す。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布をしたとおりでございます。 
 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 
●山中議長（山中康樹）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。８

番中村議員、９番日野原議員、お願いをいたします。 

 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 一般質問 
 
●山中議長（山中康樹）  日程第２、一般質問。予め一般質問の順番を申し上

げておきます。６番漆谷議員、５番宮田議員、３番平野議員、１４番三上議員、

１１番辰田議員、１２番亀山議員。以上６名です。 
 

～～～○～～～ 
 
●山中議長（山中康樹）  それでは、通告順位第１号、漆谷議員、登壇をお願

いします。 
 

（議員登壇） 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 
●山中議長（山中康樹）  ６番漆谷議員。 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  皆さん、おはようございます。６番漆谷光夫でござ
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います。どうぞよろしくお願いいたします。今年もあと２０日となりました。え

ぇ、何かと皆さん気ぜわし、気のせわしい中での１２月議会だと思いますが、私

も今年最後の一般質問でございますので、緊張感をもって最後まで質問をして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えぇ、なお、執行部席

の皆さんも議員席の皆さんも青いリボンを今日はつけております。これは先ほ

ど頂いたわけですが、青いリボンは日本海を表しとるシンボル、このぅ、青いカ

ラーというふうに聞きました。えぇ、これは皆さんご承知のように北朝鮮に拉致

されとる、ほんとに私たちも胸の痛い思いがするわけですが、えぇ、１日も早く

生存して日本に帰られる、これは家族ばっかりでなしに皆さんも同じ考えと思

いますので、えぇ、このブルーリボンの意味をしっかり、えぇ、胸に刻みながら

一日も早い、えぇ、拉致された方が日本に帰って来られることを祈って、質問を

始めさしていただきたいと思います。えぇ、今日は二つの質問を用意しとります。

えぇ、１点目は深刻な担い手不足と人材確保についてでございます。２点目は受

動喫煙対策について、以上２点を通告書の順にしたがって質問してまいります

ので、どうぞよろしくお願い致します。先ず、１点目でございますが、今、日本

の人口は全体的に減っとります。もちろん邑南町もしかりでございます。えぇ、

少子高齢化人口減少、これは何かにつけて、えぇ、いつも使われることばなんで

すが、それに伴いまして、生産人口も減ってきとります。これは急激に減ってき

とります。生産年齢人口というのは、１５歳から６４歳までということでござい

ますが、今、邑南町も、日本もすべてのところで減ってきとるというふうに、ま

ぁ、首都圏は別にします、しておきますが、地方はすべてそうだと思います。そ

ういう中にあって、基幹産業、農業を始め、えぇ、地場産業そして地元の企業、

事業所、進出企業、そして福祉、介護、医療全ての面で労働力いいますか、労働

力の不足をいつも耳にしております。えぇ、特に基幹産業、農業については、え

ぇ、農業に従事されとる皆さんのじん、えぇ、年齢はですね、６０歳以上が約８

０％いうようなデータあります。これはちょっと古いので今はもっとあがっと

るかも分かりません。そういう中にあって、７０歳以上は８０％の内、５０％を

占めとるそうです。ほんとうにこれから先どうなるんだろうかということを町

民の皆さんも言われますし私もそう感じております。えぇ、スマート農業とかス

マート社会とかいうことばも聞かれるわけですが、えぇ、そればっかりで解決で

きない、どうしても人手のかかるというのが実情でございます。農業ばっかりで

なしに全てがそうでございます。人工知能とかＩＴとかロボットとかいう時代

は来るかも知れませんが、いずれにしてもそれに頼るばかりの社会ではなかな

か町は持ちません。ということで私は非常に深刻なと言いますか、この担い手不

足人材確保については、深刻というより危機感を持ってのぞまなければならな

いというふうに私は理解しとります。えぇ、そこでお聞き申し上げます。えぇ、

担い手不足の現状と今後についての認識はどのように持たれとるのか、まずも

ってお聞きしたいということでございます。そして人材不足によって町にどう
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いう影響を及ぼすのか、その、以上３点について、えぇ、お聞きしたいと思いま

す。 
 
○大賀農林振興課長（大賀定）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  大賀農林振興課長。 
 

○大賀農林振興課長（大賀定）  えぇ、農業における担い手不足の現状と今後

の認識、人材不足で将来どんな影響が予想されるのかというご質問でございま

す。えぇ、以前は、農業におきましては、親から子など、家族内の経営の委譲

が多く後継者という言葉が使われておりました。近年は集落内、さらには地

域内、そして血縁や地縁の無いＩターンなど多種、多様な形態で町内でも経

営の委譲が行われており、担い手という言葉が現在では使われていると思っ

ております。農業そして農村におきましては、担い手不足、所得の向上、農

地の荒廃などが大きな課題であると認識をしております。これらの課題は、

一朝一夕で改善することができるものではなく、地道な取り組みにより少し

でも上向いていくよう、歯止めがかかるよう引き続き取り組んで行かなけれ

ばならないと問題であると思っております。農業の担い手不足は、農家の高

齢化などにより加速し、営農意欲の低下、農地の荒廃などにつながるもので

あると思っております。担い手の人材不足により将来どんな影響が予想され

るかについてでございますが、高齢化などの理由によりこれまでどおりの営

農が継続できなくなった時、先ずは、農地の荒廃が進んでいくことになると

思っております。そうなれば、徐々に隣接農地へ悪影響が及び始め、さらに

は鳥獣の住みかとなり、周辺の耕作されている農地へ有害鳥獣が出没すると

いうことになるのも時間の問題であるというふうに思っております。さらに

は景観も損なわれることにもなると思っております。また、人材不足では農

地を守ることだけではなく、新たな取り組みをしようとしてもそれを担って

いく人がいないということであり、農業そして農村が衰退し、所得の向上も

目指せない状況になってしまうと思っております。一方で、林業におきまし

ても、担い手不足は大きな課題となっております。これまでも邑智郡森林組

合が採用される作業班員の社会保険料などの事業主負担分を町は助成をし

ておりますが、対象者の人数が減少している状況がございます。今後も効果

的な森林整備を進めていくためにも、関係機関と連携し、人材確保の取り組

みを進めていかなければならないと考えております。担い手を育成し、人材

を確保することは、これからの農業、林業においても最重要課題の一つであ

ると思っております。 

 

○日高商工観光課長（日高始）  議長、番外。 
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●山中議長（山中康樹）  日高商工観光課長。 
 

○日高商工観光課長（日高始）  まず、直近の数字で申し上げますと、今年

１０月の島根県の有効求人倍率は１.６８、ハローワーク川本管内は１.４２

となっております。このように求人数が求職数を上回るという状況がかなり

以前から続いており、ほとんどの業種において、人手不足の状態であるとい

うのが現状でございます。特に、医療、福祉、建設業においてその割合が高

くなっております。こういった人材不足という状況が続きますと、町内の事

業所にあっては、従業員の確保や事業を後継者に引き継いでいく事業承継と

いうことも困難となり、事業の継続が難しくなっていくと推測をされます。

そうなると、働き場所の減少で定住者の確保が困難となったり、さらには、

町内で暮らす方々の生活にも影響が出て、人口減少に拍車がかかるという状

況も生まれてくると危惧をしております。 

 

●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  えぇ、まぁ、あのぅ、そういうことだと思います。

えぇ、まぁ、負の連鎖というような言葉はできるだけ前向きでないので使いたく

ありませんが、やはりこうして人材不足、こういうことがありますとどうしても

規模の縮小、規模の縮小によって生産性は弱まる。従って、町の財政に対しての

悪影響も出てくる。町の財政が悪化すると行政サービスも落ちてくる。まぁ、い

ろんな面でインフラを含めてですね、住みにくい町になってくる。ということは

どうしても人口がまた減ってくるというようなことで、決して、あのぅ、人口が

減少するということはプラス面はありません。人間が担うところは機械ではま

かなえません。ということでやはり人口を増やし、そして、町のいろんな産業を

支えていくのはやはり、えぇ、人間の力というふうに思います。えぇ、そういう

観点に立ちまして、これからやはり持続可能なまちづくりをするためには、やは

り人材を確保していくことはほんとうにまちづくりの根幹をなす、これがすべ

てではないかというふうに私は思っとるわけですが、これからどういうふうな

取り組みをしていくのがベストなのか、この点についてお聞きいたしたいと思

います。 
 
○大賀農林振興課長（大賀定）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  大賀農林振興課長。 
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○大賀農林振興課長（大賀定）  農業における担い手不足に対し、どのよう

に取り組んでいくのかというご質問でございます。以前より、個々の農家が

農業用機械、設備の導入や老朽化による更新など、営農を継続していかれる

ために多額の投資をされて来られました。そういった状況がある中、これま

で集落営農組織の立ち上げ、法人化を促進をして参りました。その結果、町

内に１９の法人組織が設立され現在に至っております。一方で、集落営農組

織の立ち上げが難しい集落など、支援につきましては、それぞれ状況が違い

ますので、個別の対応をこれまでもさせていただいております。今後も引き

続き対応させていただきたいと思っております。現在、「人・農地プランの

実質化」のため、町内農家の皆さんに、耕作者の年齢や後継者、担い手の有

無などを確認させていただくためアンケート調査を行っております。これは

将来にわたって、自分たちの集落、地域の農地を誰が担っていくのか、誰に

農地を集積、集約化していくのか、それとも集落外から新たな担い手を受け

入れるのかなど、将来の方針を決めていただこうとするものでございます。

将来、集落の皆さん、全員で５年後、１０年後の自分たちの集落について話

し合いをしていただくことが、今必要であることから行っていただいている

ものでございます。農林振興課としましても、農業委員会やＪＡなどの関係

機関のご協力を得ながら、各集落などの話し合いを進めていきたいと思って

おります。また、これまでも取り組んで参りました、地域おこし協力隊制度

を利用したアグサポ隊などによる新規就農者の育成、確保につきましても、

引き続き取り組んでいきたいと考えております。そして、本町においても無

人ヘリコプターやドローン、さらにはロボット、ＡＩなどの導入によるスマ

ート農業の推進により、今後農作業が省力化され、担い手不足を補完する取

り組みが進んでいくのではないかというふうに思っているところでござい

ます。それから、本年６月定例会におきまして、石橋町長がユニバーサル農

業の考え方を提案をしております。そして、１０月にはユニバーサル農業の

取り組みにより、本町農業の未来を探ろうというフォーラムを開催をさせて

いただきました。ご承知のとおり、町内には障がい者支援施設が複数あり、

障がいのある方々とふれあう機会も多いと思っております。今後、農業の分

野においても、障がい者だけではなく、社会で生きづらさを抱えていらっし

ゃる方々の社会参加や生きがい対策、さらに農業の担い手対策の一つの手法

として、農福連携やユニバーサル農業の取り組みを推進、検討していきたい

というふうに考えております。 

 
○田中農業委員会会長（田中正規）  はい。 
 

●山中議長（山中康樹）  田中農業委員会会長。 
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○田中農業委員会会長（田中正規）  えぇ、これからの農業に関してですが、

誰に農地を担っていただくのか、集落外から新たな担い手を受け入れるかなど

大変難しい問題を抱えております。えぇ、先ほど課長から答弁がありましたが、

人・農地プランの実質化のため、アンケート調査を実施しております。えぇ、こ

の人・農地プランの実質化ということは農業委員会の一つの仕事というふうに

判断をしております。これから集落の皆さまとの会合には農業委員が必ず出席

することとしております。えぇ、人・農地プランを通じて担い手を育てることが

重要であるとこういうふうに考えております。また、それぞれの法人集落営農組

織が規模をできるだけ拡大し、新規の就農者を雇用できるような発展をされ、ま

たこういった組織がない地域には組織ができるよう協力をしてまいります。え

ぇ、邑南町のこれからの農業は町民全員で守るということが重要であるという

ふうに考えております。 
 
○日高商工観光課長（日高始）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  日高商工観光課長。 
 

○日高商工観光課長（日高始）  町では進出企業の人手不足が深刻なことか

ら、平成２９年７月に邑南町進出企業人材確保実施計画を策定し、関係機関とと

もに連携して人材確保に取り組んできております。人手不足については当然の

ことながら町内進出企業だけではなく、他の町内の事業所などからも声が上

がっておりその対策が必要となっています。このような状況の中、事業所単

独での人材確保には限界があるため、町、事業所、そして関係機関がこれま

で以上に連携を深めて対策を講じることが必要だと考えております。そのた

めに、次のような視点で取り組みを進めていきたいと考えております。まず

一つは、定住対策の強化による人口増加の視点。次にハローワーク、無料職

業紹介所などと連携した直接的な人材確保強化の視点。次に町内の小中学校、

矢上高校、石見養護学校と連携したふるさとへの誇りを醸成させることで将

来の町内定着につなげる長期的な視点。そして事業所自らが魅力を高め人材

を確保していく視点。以上の視点を重点に置き実践をしていく必要がありま

す。さらに、人材確保の対策として従業員が定着する仕組みづくりも重要で

あり、事業所においては毎年定期的に若者が確保できず、事業所内に同年代

がいないために、相談する者がおらず離職につながっているというケースも

あり、その解決策として異業種間での交流し、異業種間で交流し、仲間をつ

くることなども必要だと考えております。一方では、ケーブルテレビなどを

使った町内の事業所の紹介ということにも取り組んでおりまして、７月には

瑞穂工業株式会社が特集をされ紹介をされました。また、次回は瑞穂リゾー
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ト株式会社が紹介される予定で現在制作が進められています。事業所の見学

に行くのが難しい方などにとっては、映像や社員の方が登場して直接会社紹

介などを見ることができ、わかりやすく好評だと聞いております。今後、経

営者の意識改革であるとか、女性にとっても働きやすい職場づくりであると

か、様々な角度から環境整備を進めていく必要があると考えております。ま

た、担い手確保ということにつきましては、まさに田所公民館の中にありま

す「邑南町しごとづくりセンター」の相談業務の柱の一つとして取り組んで

いるところでございますので、今後もさらにこの「しごとづくりセンター」

の相談業務を充実をさせていきたいと考えております。 

 
●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  はい、えぇ、まぁ、この質問は、ううん、人手不足

全般にわたることなんで、まぁ、いろんな担当課から聞きたかったわけですが、

まぁ、別な機会にまわしまして、えぇ、おきたいと思いますが、えぇ、先ほど申

されましたように、やはりあのぅ、人・農地というようにアンケート、やはりど

ういう思いで、農家の皆さんや企業の皆さんがおられるということは非常に必

要なことだと思います。まぁ、次の質問にも掛かるわけですが、やはり町民の皆

さんのニーズ言いますか、思いをしっかりくみ取ってそれを行政がしっかり受

け止めて一つ一つ着実に目標に向かって、えぇ、町民の皆さんの思いを解消して

いく、いうことは非常に大切なことだと思いますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。えぇ、次に子ども子育て支援ニーズの調査結果を参考にして、子育て世代

が働きがいのある職場に取り組んでほしい、えぇ、ということでございますが、

これは、直接は関係ありませんが、間接的には人材下降の大きなところだと思い

ます。非常に重要な問題だと思います。えぇ、詳しいことは９月議会で大和議員

が質問されとりますので、多くは申し上げませんが、私どもも先般、あのぅ、子

ども子育て支援ニーズ調査という結果を見していただきました。まぁ、私も隅か

ら隅まで見さしていただきましたが、やはり子育て世代の方は、仕事に頑張りそ

して子育てに頑張り非常に頑張っとられます。しかしながら、どうしても夜勤と

か、朝早い出とか、病気の時とか非常に困っとられることが浮き彫りになったと

いうふうに思います。これはアンケート調査の結果だと思います。これをしっか

りと私どもは受け止めて、子育て世代の方が働きがいのある職場をつくってい

くということは非常に大切なことで、こういうまちづくりをすること自体が町

外から邑南町に定住して仕事をしたいとか、子育てをしたいとかいうふうに考

えられることにもつながって、えぇ、結果的には人材の確保にもつながるという

ふうに私は思っとります。えぇ、まぁ、この点ですが、いかに働きやすい環境づ



8 
 

くり、あるいは人材づくり、この点についてどのように担当課はお考えになって

いるのかこの点についてお聞きいたします。 
 
○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  小笠原福祉課長。 
 

○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  子育て世帯の働きやすい環境づくりについ

てのご質問でございます。えぇ、議員おっしゃいますように、子ども子育て支援

ニーズ調査は、えぇ、福祉課において、昨年度実施いたしましたもので、本

年度で計画期間が満了します、現行の「子ども・子育て支援事業計画」に続

く、次期計画策定の基本情報とするための調査でございます。２子目以降の

保育料減免や、病児保育の充実など子育てに関する負担や不安を軽減するた

めに、これまで実施して参りました子ども・子育て支援施策に対する評価と

今後への期待など様々なご意見が寄せられたものでございます。この調査に

は保護者の就労形態に関する統計結果もございまして、現在の計画を策定す

る基になりました前回５年前の調査と比較しましたところ、保護者、特に母

親の就労形態において、全体の３７％だったフルタイム就労が今回調査では、

５３％と半数以上まで増加したことも多くの調査で分かってまいりました。

全国的に女性の正規雇用率が伸びているということも一つの要因と言えま

すけれども、えぇ、それよりも高い伸び率となっておりましたので、邑南町

では就労に従事しやすい環境を子育て環境が下支えしているということも

言えるのではないかと考えております。こういったことを考慮しまして、ま

たその他のアンケート等の結果もふまえまして、次期計画では基本的にはこ

れまでの施策をおおむね継続するよう検討しているところでございます。と

は申しましても、先ほど議員ご指摘のとおり今回調査には、まだまだ子育て

しやすい環境を望む声が多かったのも事実でございます。そういった声にも

応えられるよう、しっかり受け止められるよう、個別支援の充実を図ったり、

きめ細やかな支援内容も盛り込むなどして次期計画には修正も加えた上で、

更に子育てしやすい環境を整えられるよう、そしてそのことによって子育て

世代が働きやすい環境づくりにもつながるよう施策の展開を図ってまいり

たいというふうに考えております。 

 

●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  えぇ、まぁ、ニーズ調査の結果と、まぁ、今後これ
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を生かしていくいうことはよく分かりました。まぁ、あのぅ、小さな声でもひと

つ、ひとつ確実に答えていくのが行政の勤めであろうと思います。何回も申し上

げますが、このことが人材確保にもつながるというふうに私は思っております

ので、是非とも先ほど申されたことを実行していただきたいというふうに思い

ます。えぇ、次に、えぇ、今、非常に発信力が問われとる時代と申しますか、町

の様子を全国に発信していく、情報を発信していくいうことが非常に大事な事

だと思います。まぁ、ホームページやいろんな形はあると思いますが、今は、今

はですね、ＳＮＳを利用し、そうして全国に発信しとる自治体は全国にも数多く

あります。えぇ、わが町の近隣の町でもそういうことをＳＮＳを使った情報発信

をされとるところは多くあります。そういう発信をすることによって、えぇ、町

のＵターン、Ｉターンがつまり、社会動態が増えたという事例は全国にもあるわ

けでございます。えぇ、その情報発信と共に最近は都会に住む方も多様なニーズ

を持たれとります。都会は、まぁ、仕事やらいろんな便利な面もあるが、一方で

はどっかの気持ちの中で田舎に住んで仕事をしたいとか、田舎の生活をしたい

とかいうこれこそ思い、思いがある人が少なからずあるということはいろんな

情報で私も承知しとるわけですが、まぁ、ここに掲げてありますように、えぇ、

デュアルライフ、これは二拠点生活と言いまして、都会で住みながら、一方では

この地方の田舎にも拠点がある。ほいで、シーズンやらいろんな自分の思いで、

田舎に帰って仕事をしたり、あるいはまた趣味を楽しんだり、というような二拠

点生活であります。これはテレビも、で、先ほども、じゃあなあわ、先般も放送

しておりましたが、あぁ、週末には帰って農業をする、地元の皆さんと協力して、

えぇ、農業をされておる方、というようなことも多くされとります。次にＣＣＲ

Ｃですが、これは元気なうちに都会から田舎に移住し、田舎で仕事をし、あるい

は田舎でボランティア活動を、地域活動をしながら、自分が介護や医療を受ける

段階になった時には、その町で医療、福祉、介護を受け、そして人生をその町で

過ごすいうようなことで、これについては数年前に、私も邑南町版のＣＣＲＣを

導入したらどうかということを提案しましたが、まぁ、その結果は検討するに終

わっとります。ぜひ、もう一度考えてみていただきたいと思います。テレワーク、

これはですね、あのぅ、離れた土地で仕事をするという意味で、まぁ、いい例が

徳島県の神山町ですか、えぇ、ＩＴとか情報ネットワークを使って、離れた土地

で仕事をされる方、あるいはそっくり事務所を田舎に移して仕事をされる。また

都会に事務所を持ちながら、会社の仕事を田舎でするとか、まぁ、いろいろある

わけですが、やはりこれからはいろんなニーズを持たれた方がおられるわけで

す。そういう人の多様なニーズを邑南町に取り組むことと、先ほど申し上げまし

た情報発信をするということが非常に大切なことだというふうに私は思うわけ

ですが、これについてのお考えはどうでしょうか。 
 
○三上地域みらい課長（三上直樹）  議長、番外。 
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●山中議長（山中康樹）  三上地域みらい課長。 
 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  人材を呼び込むための環境整備と、まぁ、

情報発信をというご質問でございます。あのぅ、対象となる事例として、あのぅ、

二拠点居住あるいは都市退職者へのケア付き居住区、まぁ、ＣＣＲＣ、あるいは

テレワーク等を挙げていただいております。まぁ、いずれの事例に置きましても、

あのぅ、生活空間として、あのぅ、邑南町が魅力的な社会であることが、まぁ、

重要だというふうに考えております。その上で、あのぅ、環境整備の事例として、

えぇ、昨年から羽須美地域で国の事業を活用して開始しました関係人口創出モ

デル事業について、あのぅ、申し上げておきたいというふうに思いますけれども、

この取り組みでは、あのぅ、関係案内所の設置が重要なポイントとしております。

えぇ、羽須美地域では、三江線跡地の活用、田舎イルミ、ハナモモ祭り、空き家

活用など地域に住む者だけでは解決できない課題を、えぇ、具体的な呼びかけが

できる情報として整理し、えぇ、直接、都市在住者に呼びかけ、イベントや空き

家改修などのスタッフを確保されてきました。今年度実施のＤＩＹ木の学校で

は新たに５１人の関係人口が獲得できました。関係案内所とは邑南町との関係

を築こうとする人たちに対し、邑南町で何をするのか、地域での役割は何か、な

ど関係者の役割りが具体的に情報発信できる拠点のことでございます。えぇ、取

り組み内容を整理して伝えることが大変重要になってまいります。えぇ、具体的

な活動内容を受け取りやすい情報としてデータ化することや、興味のある人に

効果的に伝える手段を選ぶなどの情報発信力が、他地域の取り組みやあるいは

就労を、者を呼び込むための取り組み等にも共通する課題だというふうに、えぇ、

とらえております。 
 

○植田総務課長（植田弘和）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  植田総務課長。 
 

○植田総務課長（植田弘和）  えぇ、魅力ある町の情報をどのようにして発信

していくかという部分のご質問でございますけれども、えぇ、これまで本町では

外向けの情報発信と言いますと、ホームページですとか、新聞、テレビ、雑誌と

いったようなマスメディアを中心としたもので行ってまいりました。しかし、ご

質問の中にございましたように、近頃では効果のある情報発信方法として、ＳＮ

Ｓへの注目度が非常に高くなってきていると感じております。えぇ、ＳＮＳと申

しますのは、社会的なつながりを提供するサービス、パソコンであるとか、スマ

ートフォンなどを通じて情報をやり取りするという新たな手法でございますが、

えぇ、こういう注目度が高まってきているということもございますので、現在邑
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南町では防災情報でありますとか、パラリンピックの合宿誘致、それから地区別

戦略、えぇ、邑南ビズ、観光情報といったようなそれぞれのテーマごとにフェイ

スブックでありますとかインスタグラム、ツイッターなどを利用した情報の発

信にも取り組みを始めております。えぇ、それらを町として体系的に整理をした

と言えるレベルのもんではございませんで、それぞれがそれぞれの必要性に応

じて情報発信しているといったものでございます。そのことについては問題意

識も持っておりましたが、この度ＩＴ特命官という人材を得ましたので、現在は

それぞれのツールの使い方の整理や廃止におけるルール化をした上で、タイム

リーな情報を求めている人のところへ届けるというそういった仕組みづくりに

向けて取り組みを始めたところでございます。 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  えぇ、先ほどありましたように、インスタグラム、

ユーチューブとか、えぇ、動画、画像、目に飛び込む情報発信ということが非常

に今は大事なと言われております。えぇ、まず、邑南町のいいところをどんどん

そういう画像言いますか、絵にして皆さんに情報発信するいうことは非常に大

事な事だと思いますので、えぇ、今は先ほど申されましたように、えぇ、特命監

の矢吹泉さんがおられます。非常にこれはありがたいことですし、大いに我々も

矢吹さんの力を借りてですね、こういう情報発信ができれば非常にありがたい

がなあというふうに思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。えぇ、

次に、えぇ、外国人労働者の受け入れということでございます。先ほども申し上

げましたように、えぇ、生産人口年齢がどんどんの、が、減っとる中にあって、

どうしても人に頼らなければならない部分を、今はいろいろなところで外国人

の方の力を借りていろんな労働力の一部を担っていただいとるというのは現実

のところですが、これからも邑南町はこの外国人労働者の受け入れについてど

のように考え、そして、また行政としてはどんな支援をしていくのかお答えをい

ただきたいと思います。 
 

○日高商工観光課長（日高始）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  日高商工観光課長。 
 

○日高商工観光課長（日高始）  えぇ、現在商工観光課で把握している町内の

外国人労働者の大半は技能実習生という原則３年間という限られた範囲での就

労となっております。こういった場合ですと、日本語ができないために支持を伝
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えるのに時間がかかるということや３年でまぁ、辞めるということになるため

に指導者としての意欲が上がらず、指導者自身も成長しないというような課題

があるように聞いております。一方で新たな人材確保に関する法改正がありま

して、えぇ、技能実習生とは違い、高度外国人材という名称の外国人材の受け入

れができるようになってきました。えぇ、この場合将来的に永住権を確保し、家

族の帯同も認められる可能性があることや、日本語能力も高い外国人が確保で

きることから将来的には技能実習生に比べて有効であると考えております。実

際に今年の９月から町内の事業所にもこの高度外国人材として１名ベトナム人

の方が雇用されており、この事業所が更にもう１名雇用するという計画を進め

ておられます。えぇ、この高度外国人材という形での雇用が進んでいくと、えぇ、

単身者としてだけではなくて家族を含めての支援が必要となってきますので、

えぇ、今後の環境整備や支援ということにつきましては、えぇ、県や他市町村の

状況なども参考にしながら、町としてやるべきこと、また事業所としてやるべき

ことなどを確認しながら、対策を考えていく必要があるというふうに考えてお

ります。 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  えぇ、私も言いたかったところは高度外国人材をこ

の町に呼び込む。えぇ、日本語もＮ５からＮ１まであるようですが、この人たち

は殆どＮ４から５、非常に日本語が堪能な方だそうですので、是非ともそういう

外国人の方に、も、この町に来ていただくような施策というものを取り入れてい

ただければありがたいと思います。えぇ、次にこの問題の最後ですが、えぇ、先

般１１月２７日に地域維持特措法が成立しました。これはまぁ、ご承知のとおり

だと思いますが、これは首都圏から、あぁ、首都圏ばっかりではないんですが、

都会から地方へ人材を呼び込む、そういうことと、もう一方では定住も併せて行

う、そして地域の活性化を行う。まぁ、この運用方法ですが、事業組合、えぇ、

特定地域づくり事業協同組合なるものを、その行政区で設立し、えぇ、ＪＡや各

事業所が出資し、えぇ、そして人材を育て、そして必要な事業所部門へその人材

を送り出していく、非常にこれは、私は非常に地方にとっては追い風の政策とい

うふうに私は思っとりますが、このぅ、この度の特措法について、えぇ、どうい

うふうにお考えなのかこの点についてお聞かせください。 
 
○三上地域みらい課長（三上直樹）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  三上地域みらい課長。 
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○三上地域みらい課長（三上直樹）  １１月２７日に成立いたしました国の

「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法

律」、おっしゃっていただきました、「地域維持特別措置法」への対応につ

いてでございます。あのぅ、本町では昨年１０月１２日から副町長を中心に

検討会を開催し、課題の整理や法律案に対する意見、要望を県を通じて提出

をして参ったところでございます。あのぅ、今回成立しました法律や、まぁ、

今後示される具体的な事業内容で、本町の要望等がどこまで配慮されている

のかということについては１２月４日にまだ届いたばかりですので、あのぅ、

十分に分析をできておりませんけれども、あのぅ、１０月に実施された事業

実施に向けた意向調査の中では、「令和２年度実施は困難であるものの、法

律が成立すれば事業実施に向け速やかな情報提供を希望する」という回答を

出しております。あのぅ、内容を十分に検討して参りたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 

●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  えぇ、ぜひ、まぁ、これは非常に可能性の秘めた特

措法だと思いますので、是非取り組んでいただきたいというふうに思います。え

ぇ、以上６点について質問をしてまいりましたが、最後に町長のほうからこの深

刻な担い手不足と人材確保について質問をしてきたわけですが、これについて

の思いがあれば、お聞かせいただければありがたいというふうに思います。 
 
○石橋町長（石橋良治）  はい議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 
 

○石橋町長（石橋良治）  えぇ、この担い手不足というのは、全ての業種に対

して非常に重要な問題として今突き付けられているというふうに、まぁ、感じて

おります。で、まぁ、農業、基幹産業でありますから、農林業については課長が

答弁した方向でやっていきたいと思いますし、実はあのぅ、まあ、漆谷議員もお

気づきだと思いますけども、あのぅ、邑南町は医療福祉従事者が非常に、まぁ、

おいい町でございます。で、実はあのぅ、そういうことから邑智病院のほうで少

し全国調査をやったもんだから、その結果についてこう調べてみてくれと、こう

いうふうにまぁ、言ったわけでありますが、えぇ、その結果が出てまいりまして、

えぇ、まぁ、全国には市町村が１，７８８ぐらいあると思いますけども、この医
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療福祉分野の就業者割合、割合です、えぇ、邑南町では１，７８８のうち全国第

６位です。ですからそのぅ、かなり高いということですねえ。で、まぁ、数字を

言いますと、全国平均の市町村では１１．４２％でありますが、邑南町ではその

倍に近い２１．８１％。これが全国第６位というようなことで。で、やはりあの

ぅ、この割合から見てもそうした医療福祉関係のマンパワーをどう今後も確保

していくかというのは非常に重要な課題だろうと、まぁ、いうふうに思うんです。

えぇ、まあ、今はそれぞれの病院あるいは法人、まあ、ほんとに頑張っていらっ

しゃって、独自に人の採用等々やっていらっしゃるわけでありますが、今後はな

かなか厳しいだろうというふうに、まぁ、思っております。で、まぁ、そこで、

行政として何がお手伝いできるかということでありますが、あのぅ、まぁ、その

ことを見越して、まぁ、もう何年も前から町単独で医療福祉従事者に対する将来

邑南町に帰ってもらえばという形で奨学金の貸与をやっているわけでして、え

ぇ、現在約７９名が今それを活用していらっしゃると。で、その方々がほんとに

こちらに帰っていらっしゃるとすればこれは非常にまぁ、大きなパワーになっ

てくるかなと、まぁ、いうふうに、まぁ、思っております。それから、まぁ、あ

のぅ、人の確保については、まぁ、行政も当然考えなきゃいけませんけども、一

義的にはあのぅ、そうした事業所、法人、病院がこの問題についても真剣に考え

てもらわなきゃいけないわけでありますけども、えぇ、例えば邑智病院のことを

言いますと、やっぱり人を大事にする、人を育成していくということ、非常にま

ぁ、私も申し上げておりまして、えぇ、例えばまぁ、おかげで８年連続黒字であ

ります。少し財政的に余裕ができておりますから、もう２年前ぐらいから、思い

切ってそこに人材投資のお金をつぎ込めということで、相当な研修費を出して

おります。おそらく１，０００万円ぐらいは出しておると思いますが、そのこと

によって、えぇ、その従事者、例えば看護師さんが特定看護師の資格を受けると

か、あるいは認知症の資格を受けに勉強に行くとか、様々なところで、まぁ、喜

んで研修を行って、そしてまぁ、あのぅ、それが看護師さん当たりの非常に生き

がいに、やる気につながっていると。だからやっぱりそういう邑智病院だからこ

そ私も手を挙げて邑智病院に入りたいと、で、私も成長したいと、まぁ、そうい

う、まぁ、負の連鎖じゃなくて、まぁ、いい意味での連鎖が、こう、私は期待を

しているというふうに考えております。えぇ、それからやっぱりあのぅ、法人さ

んで考えるんであれば、まぁ、入っていただくということになりますと、まぁ、

住居の、いわゆる生活環境の整備もたいへん重要な問題だろうと思いますし、そ

うしたところで住宅等々の問題があれば、行政として、まぁ、県と一緒になって

どこまでご支援できるかなということも、我々真剣に考えていかなきゃいけな

いと、まぁ、いうふうに思ってます。まぁ、そういうところで、えぇ、農林業は、

のみならずそうしたことについても非常に私は今後力を入れていかなきゃいけ

ない分野かなと、まぁ、いうふうにも思っております。えぇ、それから、あのぅ、

最後にあのぅ、特定地域維持特措法案というものが、法律整備をされております
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けども、えぇ、まぁ、これはまぁ、私も先頭に立ってこうしたことをやってもら

いたいとこう言った一人でございまして、えぇ、思った以上にスピード感をもっ

て早く成立したなと、こういうふうにまぁ、喜んでおります。で、これをぜひこ

の邑南町でも将来は、条件が整えばぜひやっていきたいというふうに、まぁ、思

ってます。えぇ、まぁ、さまざまに課題があると思います。まだ詳細決まってま

せんが、これ人口急減地域でありますから、どういった基準で地域指定がなされ

るのか、これはまぁ、県知事が指定をして行くわけでありますけども、えぇ、ま

ぁ、自由度がどの程度まであるのか分かりませんけども、やっぱり現知事と一緒

になってですね、島根県の市町村、特に邑南町も含めてですね、これがうまく活

用できるようにやっていかなきゃいけませんし、それからあのぅ、問題はやっぱ

り事業者の方々が求める、その専門的な人材というところを、まぁ、あのぅ、都

会からこう聞こえてこられるわけでありますけども、そのへんのマッチングの

問題をですね、やっぱり市町村はどういった組織でマッチングをしていくのか、

いわゆるまぁ、よく言う、先ほどのプラットフォームの関係案内所の話もありま

したけども、やっぱりそうしたプラットフォームをですね、しっかり打ち立てて

都会に発信をして行って、邑南町に来ていただくと同時に、やはり、おそらく農

業をやったことがない、介護をやったことがない、工場勤めをやったことがない

とかいろいろあると思うんですね、で、やっぱりそこには一定の訓練というもの

が必要だろうと思います。そのへんの訓練プログラムを我々としてはどう考え

ていくのか。いずれにしても事業主体は、えぇ、これは事業協同組合であります

から、その町に事業組合ができるということが大前提であります。じゃ、そこに

誰たちが加わっていくのかっていうことが非常に大きなまた課題になってくる。

しかし、あのぅ、私はある意味では究極の過疎法だというふうに、まぁ、思って

ますから、ぜひ、あのぅ、実現するように今後も努力していきたいなとこういう

ふうに思ってます。 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。残り時間が５分を切っておりますので、

質問、答弁を簡潔にお願いします。 
 

●漆谷議員（漆谷光夫）  簡潔に行います。えぇ、まぁ、福祉、医療、介護に

ついては、あぁ、こんな数字かいうことでびっくりしたわけですが、まぁ、今日

は農業問題でいろいろ答弁いただきましたが、えぇ、福祉、介護、医療含めてで

すね、町全体の人材がうまく充足されていきますように、私どもしっかり頑張っ

ていかねばならないというふうに思いました。えぇ、時間もありませんので、最

後の受動喫煙規制について一括して答弁をお願いしたいわけですが、これは健

康増進法によって、えぇ、昨年の７月ですか、えぇ、法律が通りました。えぇ、
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ということで来年からいよいよ本実施されます。４月から実施されます。それに

伴い今すでに規制がしたるところは承知しとるわけですが、えぇ、まぁ、一種、

二種があるわけですが、まぁ、一種についてお答えいただければ結構ですが今ど

のエリア言いますか、どの区域をまず規制かかっとるのか、そしてえぇ、受動喫

煙を防止するための今後屋外喫煙所が認められる部分については、まぁ、規制は

あるわけですが、この点についてどのようにお考えなのか、この点について一括

してお答えをいただきたいと思います。 
 
○口羽保健課長（口羽正彦）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  口羽保健課長。 
 

○口羽保健課長（口羽正彦）  受動喫煙対策の状況についてご説明をいたし

ます。平成３０年７月に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されま

して、これに伴い令和元年７月１日からは、受動喫煙による健康の影響が大

きい子どもさんや患者さん等に特に配慮するために、学校・病院・児童福祉

施設等・行政機関等を「第１次施設」と規定されておりますが、この第１次

施設は原則敷地内禁煙となりました。これを受けまして邑南町内では、役場

本庁、役場支所２箇所、小学校８校、中学校３校、保育所９箇所、健康セン

ター元気館、矢上高等学校、石見養護学校、公立邑智病院、民間診療所と国

保診療所併せて１４診療所、加えて公民館１２箇所なども敷地内禁煙となっ

たところです。また、改正法の全面施行によりまして令和２年４月１日から

は、多くの人が利用する第１種施設以外の施設、これを第２種施設と言いま

すけども、例としてはオフィス、事業所、自治会館、集会所などがありまし

て、これらが原則屋内禁煙となります。（  ）あ、えぇ、現在のところ計

画はありません。 

 

●漆谷議員（漆谷光夫）  議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  漆谷議員。 
 
●漆谷議員（漆谷光夫）  受動喫煙については、まぁ、大事なことでございま

す。えぇ、まぁ、吸わない人の立場、吸う人の立場、これいろいろありますので、

えぇ、今後ともいろんなことを考えて、まぁ、もしか今は、計画はありませんが、

受動喫煙を防ごうと思えば、そういう環境をクリアする喫煙所を設けるのも大

切なことではなかろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で私

の質問を終わります。ありがとうございました。 
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●山中議長（山中康樹）  以上で漆谷議員の一般質問は終了いたしました。こ

こで休憩に入らせていただきます。再開は午前１０時４５分とさせていただき

ます。 

 
―― 午前10時32分 休憩 ―― 

 
―― 午前10時45分 再開 ―― 

 
●山中議長（山中康樹）  再開をいたします。続きまして、通告順位第２号宮

田議員、登壇をお願いします。 
 

（議員登壇） 
 
●宮田議員（宮田博）  議長。 
 
●山中議長（山中康樹）  ５番宮田議員。 
 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  ５番、宮田議員。 

 

●宮田議員（宮田博）  えぇ、５番宮田博でございます。えぇ、１２月の定例

議会にあたりまして、また質問を通告さしていただいております。私はあのぅ、

２期目の改選時、以前も申し上げたかと思いますが、誰もが暮らしやすい町の実

現ということを目標に掲げております。えぇ、ご案内のように人口の減少、高齢

化そういったものがこの進む中でこの目標を実現するためには、まぁ、どのよう

にしたらいいか、議員としては何をすべきなのか、まぁ、そういったことを常日

頃考えながら、えぇ、議員の活動を続けてきたと思っております。えぇ、もちろ

ん行政に対してのいろんな政策の提案、これも大事なことであって、自分の考え

ることも述べてきたように思っております。まぁ、本町もほんとに多くの課題を

抱えているのも事実でございまして、えぇ、体力に合った行政の運営、まぁ、こ

れが一番重要じゃあないかなというふうにも考えております。まぁ、そのために

は行政、財政、改革の必要性、そしてまたその方向性や具体的な施策についての、

えぇ、ことも重要ということでこの１年間主に行財政の改正というようなこと

についての質問を続けてきたと思っております。まぁ、本町の事業、ほんとに多
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く取り組んでおりますが、まぁ、その中でやはり１２の公民館を基盤とした地区

別の戦力、まぁ、このあたりは一定の評価が上がってるなというふうに、あ、成

果がですね、上がっているなというふうに思っております。えぇ、また、攻めと

守りの定住プロジェクトということで、えぇ、攻めのＡ級グルメ構想そして守り

の日本一の子育て村構想、これにつきましてもほんとに他県からも多くの視察

等もいただき、町民の皆さまへのご理解も深まってきてるかなと、まぁ、いうふ

うに、えぇ、思っております。が、他方では課題のある事業も山積してるんじゃ

あないかなと、まぁ、いうふうに思っております。えぇ、今回もそういったこと

を考慮いたしまして、３点通告を致しております。えぇ、３１年度の主要事業の

進捗状況、えぇ、それから邑南町行財政改善計画の進捗状況、そして令和２年度

の予算編成、まぁ、ということで通告を致しておりまして、えぇ、おおむね通告

順に続いて質問をして参りたいとは思っておりますが、まぁ、あのぅ、少し、あ

のぅ、鼻水とか咳が出ておりまして、えぇ、多少の時間の変更、順番の変更もさ

していただくかも知れませんのでよろしくお願いいたします。えぇ、それではあ

のぅ、最初の質問に入ってまいりますが、えぇ、３１年度の主要事業の進捗状況、

えぇ、ということで、えぇ、ここにあのぅ、通告書では③、⑤、⑥と書いてあり

ますが、これは今年度掲げておられます、いわゆる重点項目ですね、えぇ、八つ

の項目が掲げられてありますが、えぇ、その３番目、５番目、６番目という意味

合いでございます。まぁ、今年度はメインテーマが“つなげ！民の力”へ、そし

てサブテーマは“民間の力を活かしたまちづくり”ということで、えぇ、取り組

んできておりますが、えぇ、今年度ももう既に８カ月経過をしているところでご

ざいます。そこでまぁ、他の、えぇ、事業がどうこうというわけではないんです

が、まぁ、おおむね他の事業についてはどういうふうな進捗があるかなというこ

とが見えるものもございます。それで今回はこの３項目、今少し私としても理解

ができない部分もありますので、まぁ、これを中心に質問とさしていただきたい

と思います。えぇ、その中でまず、③としておりますが、えぇ、定住支援に向け

た住まいの確保、まぁ、これは手法といたしましては、具体的な施策ということ

で、民間の資金や能力を活用した新たな住宅確保対策と定住施策のベストミッ

ションを検討というふうに、まぁ、なっております。まぁ、ここではあのぅ、事

業の中では検討ということになっておりますが、まぁ、具体的には民間の資金、

能力の活用、まぁ、これをどういうふうに進めて行くのか、まぁ、先ほどあのぅ、

えぇ、６番議員さんの質問に町長のご答弁でもやはりこの住宅の確保というも

のを、必要性をお話になっておりましたが、まぁ、重要な項目であろうかと私も

認識をしております。えぇ、そこでまぁ、新たな住宅確保対策、えぇ、どのよう

な事業でどのような予算を計上して、それで現在８カ月経過した段階ではどの

ような進捗状況になっているのか、ということについて質問を致します。 

 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  議長、番外。 
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●山中議長（山中康樹）  三上地域みらい課長。 
 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  えぇ、ご質問をいただきました、３１年

度の主要事業における進捗状況についてでございます。まぁ、その中で、あのぅ、

定住支援にむけた住まいの確保についてのご質問について説明をさせていただ

きたいと思います。あのぅ、これは３１年度予算編成に向けた重点項目の中に八

つが上がっていて、その中で我々地域みらい課の定住促進住宅施策について、ま

ぁ、検討を加えるという項目でございます。平成３０年度まで、地域みらい課で

は、民間賃貸住宅の建設を促進することを目的とした補助事業。それから集落振

興対策としての多世帯近居・同居を促進する補助事業。それからＵＩターンと空

き家の解消を促進する空き家改修補助事業、それから空き家登録を促進するた

めの空き家片付けや管理に対する補助金等の交付を通じて定住支援を進めて参

ってきたところでございます。また、あのぅ、ＵＩターン住宅相談センターの看

板を掲げさしていただいて、町営住宅や民間賃貸住宅の情報も含め、住宅情報の

発信とそれからお住まいに関する相談について対応してきたところでございま

す。えぇ、今年度は、えぇ、先ほど申し上げました予算編成のテーマに挙げられ

ました、民間の資金や能力を活用した新たな住宅確保対策の導入ということで、

これまで一般財源を投じていろいろな事業を推進してきたことの、えぇ、を、他

の手法がないかでありますとか、あるいは民間の資金力というようなものを活

用して、さらに住宅施策ができないであるかとか、まぁ、そういった内容を検討

していくということを掲げておりますので、予算的には民間の皆さんとの意見

交換の場を設けて、様々な話というものを進めさしていただいたところです。え

ぇ、まぁ、そういった中で、まぁ、現時点での構想でございますけれども、ＵＩ

ターンという文字をまずは廃止していこうということで、邑南町住宅相談セン

ターとして、まぁ、いくのがいいのではないかというふうに考えております。こ

れ、あのぅ、民間事業者さんとの協働によりまして、住宅建設用地の確保から空

き家の改修・斡旋、それから町営住宅等の紹介、賃貸住宅建設事業の調整までを、

民間事業さんにも協働をいただきながら、一元的に担える組織への改編と機能

の強化を検討しているところでございます。あのぅ、只今まだ検討中でございま

すので、あのぅ、具体の内容についてはここでは申し、上げられませんけれども

まぁ、そういった検討をしているということでご理解を賜わりたいというふう

に思います。 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 
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●宮田議員（宮田博）  えぇ、あのぅ、検討ということばについてはまた後ほ

どしっかりとお話をさしていただきたいなと思っております。えぇ、この項はこ

れぐらいでおおよそ理解ができました。えぇ、次の、あのぅ、⑤、５番目に入り

ますが、いわゆる森林資源の活用と森林保全活動の実施。えぇ、ここでは官民連

携による木材活用の拡大及び雪害倒木対策の共同事業とエネルギー活用をここ

でも、まぁ、検討となっております。えぇ、そこで先般の産業建設の常任委員会

で森林環境譲与税についての説明を受けております。まぁ、皆さまもよくご承知

だと思いますが、まぁ、この譲与税の概要って、改めて申し上げますと、えぇ、

今年度から執行されまして、えぇ、いわゆる私有林、それから人工林の面積、ま

ぁ、これはあのぅ、林野率によって案分の補正もあろうというふうに聞いとりま

す。それから林業の就業者数、まぁ、これについては６番議員さんの、えぇ、質

問に対する答弁でも減少というようなご答弁があったところですが、そして人

工等によって案分されるというのがこの譲与税ではなかろうかなと思っており

ます。で、私がここで質問の、に挙げましたのも、やはりこういう税を有効に活

用してこれからいく、そして、えぇ、これはまぁ、初年度ですので、だんだんと

この譲与税配分額もこれから増えてまいりますが、まぁ、えぇ、ある事業がこう

いったものがどんどん進んでいくと配分額も増加するという可能性も含めてい

るということもありますので、まぁ、こういった資源の活用ということについて

は積極的に取り組むべきじゃあないかなと思っておるところでございます。で、

併せてこの後段のほうにあります、雪害、あぁ、木材、あぁ、共同利用ですね、

雪害対策、倒木、これはあのぅ、３０年の１月から２月に、えぇ、ほんとにあの

ぅ、降雪と異常低温で甚大な被害があっとります。まぁ、町道の倒木処理だけで

約３，３００万ぐらいかかったというふうに説明があったと理解しております。

まぁ、あのぅ、以前もこういった危険性のある竹木の除去等に関する質問も進め

てまいりましたが、えぇ、まぁ、その時点の答弁でもやはり土地所有者の責任と

いうことで留まっていたんじゃあないかなと、まぁ、いうふうに思っております

が、まぁ、今回ここでエネルギーとしての活用というふうな、えぇ、タイトルも

出ておりますので、少しは進展したのかなあというような期待感を込めながら、

えぇ、質問書を出したところでございます。まぁ、そこで、まぁ、このぅ、目標

にありますような官民連携による木材活用の拡大、それから雪害対策、あぁ、雪

害倒木対策の協同じ、あぁ、この協働の字が間違っておりました、えぇ、働く方

ですね。えぇ、事業とエネルギー利用についてはどのような事業を、今、しよう

としているのか、あるいはもうすでにしているのか、そちらのほうも事業名ある

いは進捗状況について答弁を求めます。 

 

○大賀農林振興課長（大賀定）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  大賀農林振興課長。 
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○大賀農林振興課長（大賀定）  森林資源の活用と森林保全活動の実施につ

いてのご質問でございます。町内の森林のうちスギやヒノキなどの人工林は

全体の４割を占めており、その多くが伐採時期を迎えていることから、その

森林資源の活用に向けた取り組みが重要となっております。これに向けて、

今年度からスタートしております森林環境譲与税や新たな森林管理システ

ムなどの取り組みにより、森林所有者が自ら管理できない森林につきまして

は、意欲のある林業経営体へ経営を委ねていくため、林業経営の集積、集約

化を進めるとともに、木材資源が有効に活用されるための路網整備などを実

施するよう計画しているところでございます。現在、この取り組みを推進し

ていくための体制が整い、今年、森林所有者へ意向調査を行うためのエリア

の絞り込みができあがった状況でございます。当初、想定しておりましたス

ケジュールより遅れ気味ではございますが、この取り組みは、今年度限りの

ものではなく、今後も続いていくものでありますので、その効果が最大限発

揮されるよう慎重に進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただ

きたくお願いを申し上げます。官民連携による木材活用の拡大、商品開発に

つきましては、町内の事業体などと連携して取り組みを行っているところで

ございます。先般の産業建設常任委員会で報告をさせていただきましたが、

すでに製品としてできあがり、その販売先の開拓なども順調に進んでいると

ころでございます。次に、雪害倒木対策の協働事業とエネルギー利用の検討

につきましては、宮田議員おっしゃいましたように数年前の大雪の際、倒木

による長時間の交通の遮断、停電などにより、住民生活を直接的に脅かすこ

ととなりました。このような状況を未然に防ぐためにも、地域住民と行政の

協働により森林整備を実施し、森林に関心を持ってもらうきっかけづくりを

進めております。すでに、一部の地域では地域住民自らが補助事業などを活

用して荒廃森林を再生させ緑豊かな森を次世代に引き継いでいく取り組み

を進めていらっしゃいます。取り組みをされた方に伺いますと、自治会とし

て取り組んだため、森林所有者の理解が得やすかった。造林木であっても自

治会のことならということで協力をしてもらえたなど比較的取り組みがし

やすかったとのことでしたが、所有者の特定については、慎重に調査が必要

であったとのことでありました。森林の持つ多面的機能を活かす取り組みを

進めるとともに、その際に発生する伐採木についても、バイオマス資源とし

て有効に活用できる仕組みづくりの検討を計画しておりましたが、その検討

が遅れているところでございます。今後も木育の取り組みと併せ、適正な森

林管理の必要性について、皆さまにご理解いただけますよう引き続き進めて

参りたいと思っております。 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 
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●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 

 

●宮田議員（宮田博）  はい、あのぅ、まぁ、今の答弁の中にありました、い

わゆる自治体等々で一緒になってこうおやりになる、まぁ、非常にこれが、こそ、

民の力かなというふうに感じたところでございます。あのぅ、なかなかとは申せ、

えぇ、今の自治体、自治会等々もですね、えぇ、これができにくい少人数、高齢

というふうな課題もありますので、まぁ、そのあたりも十分調査をしながら、え

ぇ、良いことはどんどん進めていっていただきたいなと思っております。で、も

う一つあのぅ、ううん、ここで、えぇ、なんというんですか、この雪害倒木、ま

ぁ、先ほどもあのぅ、３０年の大被害のこともお話しましたが、あのぅ、道路法

の改正が直近であったようでございます。えぇ、あのぅ、私もこの通告を出して

から、えぇ、気が付いたんですが、えぇ、道路法の第４４条がですね、えぇ、ま

ぁ、ここはあのぅ、道路区域における土地等の管理者の損害予防義務という項な

んですが、まぁ、ここであのぅ、従来はその区域内にある耕作区分の管理者は、

えぇ、危険を及ぼすおそれあると認められる場合、おそれという字があのぅ、非

常にむつかしい漢字で書いてありました。で、これはまぁ、辞書で引いてみます

と、よくないことが起こるかも知れないという心配、あるいは懸念というふうに、

あのぅ、な、意味合いだそうですが、えぇ、これがひらがなのおそれに、あのぅ、

新しいほうでは書き換えられておりまして、えぇ、さらに、えぇ、第５項として、

えぇ、道路管理者は前項の規定による命令により損害を受けたものに対して、通

常生ずべき補償をしなければならない。いわゆる道路管理者の補償責任という

ものを明確に付け加えております。それから第６項では、道路管理者、まぁ、そ

ういったことが起きた場合には管理者と被害者の協議ということも付け加えら

れておるように、まぁ、あのぅ、非常に、えぇ、この道路法においても、まぁ、

これ、いろんな角度からの検討されたことかなと、で、この背景に何があるのか

なと調べてみましたら、まぁ、実はあのぅ、国会のほうでも、まぁ、これは、あ

のぅ、何ですか、崖崩れを誘発する恐れのある立木ということで質問に対して、

まぁ、政府のほうの答弁、まぁ、どうもそれが元になって、えぇ、道路管理者の

責任まで及んできたのかなというふうに認識をしたところですが、まぁ、いずれ

にしても本町もほんとにあのぅ、えぇ、町道の距離を私もちょっと忘れましたが、

まぁ、膨大な距離を有しておりますので、えぇ、管理というものも相当負担がか

かる、まぁ、そこを民の力をお願いをしていっしょにやろうというのもしかりで

すが、やはり道路管理責任者としてもこういったものを取り入れながら、えぇ、

あるいは行政として危険な箇所は早めにやると、まぁ、いうような取り組みも必

要ではないだろうかなと思います。えぇ、こういったものが事前にもう少し対応

ができないかどうか、その点の考えがありましたら、よろしくお願いします。 
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○上田建設課長（上田修）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  上田建設課長 
 

○上田建設課長（上田修）  沿道区域おける土地等の管理者の損害予防義務に

ついてのご質問で、事前に管理者のほうで何か検討ができないかというご質問

でございます。えぇ、議員さんおっしゃいますように、法改正につきましては先

ほどおっしゃられましたとおりでございます。えぇ、損失補償の規定を新設して

ございます道路管理者は道路、あぁ、防止措置命令によって損失を受けた所有者

に対して通常生じるはずの損失を補償しなければならないということが改正の

主な内容でございます。えぇ、この、あのぅ、道路法に基づくことでございます

けども、第４４条には道路の管理者は道路の構造に及ぼすべき損害を予防しま

たは道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を条例

で定める基準に従い変動区域として指定することができるというふうにござい

ます。あのぅ、このぅ、道路法の改正の前はですね、こういった条文もございま

したけども、道路管理者とですね、えぇ、この地権者との費用負担の問題等もご

ざいます。あのぅ、そういった意味でこん、条例化にはまだ及んでないとこでご

ざいます。あのぅ、島根県におきましてもそういった動きもあるようでございま

すけれども、そういった動向も見ながらですね、こういった条例の整備ついても

ですね、今後検討して参りたいと思います。 
 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 

 

●宮田議員（宮田博）  ええと、あのぅ、えぇ、通告とは少し離れたかなとい

う気もしないでもないんですが、まぁ、いろいろとこの事業の中身を考える中で

は、やはりこういう捉え方もある意味必要ではないだろうかなということで質

問をしたところでございます。まぁ、あのぅ、答弁にもありましたが、まぁ、官

民連携によるいわゆる木材活用の拡大、まぁ、これは今回も森林、木材関係の事

業者の方からもご要望が出ております。そしてまた、何回も申し上げますが、本

町は４１９平方キロメートルのうちの３６２平方キロメートルという、ほんと

うに、えぇ、ほとんどが山、８６％が森林というような立地でありまして、まぁ、

その中にある森林、あるいは竹木についても、まぁ、非常に深いつながりもある

というのも事実だと思います。えぇ、まぁ、先ほどの改正道路法等々のことも含

めまして、やはり道路管理者としてその土地の所有者、えぇ、等についても注意

喚起も深めていただきながら、えぇ、３０年のような、まぁ、これ絶対なくする

というわけにはいきませんが、災害ができるだけ小規模でおさまるような対応



24 
 

を急ぐべきではないだろうかなと、まぁ、いうふうに思ったところでございます。

えぇ、続きまして６番目の質問に移ってまいります。えぇ、ここでは遊休地の活

用ということで、えぇ、掲げておりますが、まぁ、あのぅ、遊休地、まぁ、これ

は町有地、いわゆる固有財産というふうに私は理解をして、あのぅ、質問をさし

ていただきたいと思います。えぇ、そこでこのＰＦＩ方式等による遊休地活用の

プロポーザルの実施をすると、まぁ、いうふうになっておりますが、えぇ、まず、

あのぅ、公有財産も遊休地に分類をするという基準があるのかどうか、ちょっと

いろいろと調べてみたんですが、条例ではちょっと見当たらなかったような気

がいたします。そして仮にそういった遊休地とし、いうふうな分類がしてあるん

であれば、およそどれぐらいな件数と言いますか、筆数と言いますか、そしてま

ぁ、面積的にはどれぐらいあるのか、それからもう一つは活用のプロポーザル、

これについても今一つよく見えないものがありますので、まぁ、これにつきまし

ても現在進められている事業あるいはそういったものがありましたら、それも

進捗状況について答弁を求めるところであります。 

 

○小畑管財課長（小畑芳秋）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  小畑管財課長。 
 

○小畑管財課長（小畑芳秋）  えぇ、ＰＦＩ方式等による遊休地活用のプロポ

ーザルの実施についてのお尋ねでございます。まぁ、その中で今、遊休地という

ものの、どういったようなものが分類されるかということです、ございますけど

も、まぁ、あのぅ、一口に遊休地と申しましても、まぁ、もう一つ言い方として

は未利用地というような言い方をされる場合もあります。えぇ、いわゆるあのぅ、

行政目的を今持たずしてですね、あのぅ、いわゆる普通財産に分類されている土

地ということでございます。えぇ、この土地につきましては、あのぅ、邑南町全

体ではですね、残地、道路なんかの残地とか山とかも含めてですね、えぇ、数多

くありますが、あのぅ、今考えとる遊休地というのはですね、まぁ、今後利活用

していける可能性があるものとしてですね、多くは元建物がたてて、建っていた

ところの跡地ですとか、そういったようなものがございます。それであのぅ、今、

数で言いますと、今だいたいその遊休地の中でもですね、えぇ、ま、今後活用し

ていきやすい、あるいは活用していただけそうな場所としては、今が、あぁ、え

ぇ、石見地域に約１４箇所、えぇ、瑞穂地域が１０箇所、それから羽須美地域が

１５箇所、計３９箇所を考えております。で、これらにつきましては、あのぅ、

先般今後のその、その遊休地の利用につきまして、管財課を始め、財務課、そい

から地域みらい課、先ほどちょっと住宅建設なんかの動きもあったようですけ

ども、そういったようなもの、将来へつながるものとして三課で合同で１０月２

４日、２５日にですね、まぁ、すべての地域を回ってですね、えぇ、今の資産の
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状況等を確認をして視察をしてきたとこでございます。そういうあのぅ、えぇ、

まぁ、先ほど普通財産ということで、まぁ、利用されなくなって建物なんかを解

体した跡地なんか、今現在行政目的を有してない土地のことを、こういう、そう

いう固有財産のものが性質となりますけども、えぇ、ただこういった普通財産に

つきましては、行政財産と違いまして、えぇ、貸し付けや交換それから行政、え

えと、売り払い、あるいは譲与等可能な財産となっております。えぇ、まぁ、こ

の土地の利用としてはですね、えぇ、主には経済的価値の発揮を目的として、え

ぇ、この経済的価値を保全発揮することによって間接的に町に、町の行政に貢献

させるための資産でございます。えぇ、まぁ、これを管理、そいから処分される

べき性質のもとなっておりますけども、これらの遊休地がこれまではほとんど

行政財産から落ちて普通財産になった後にですね、次の跡地活用がなかなか決

まらずですね、現在残っている状況にございます。これはまぁ、３９箇所、まぁ、

あるということでございます。それで、資産管理あのぅ、そいから資産活用の観

点において、活用されていない土地については、管理費のコスト等かかるだけ、

まぁ、単なるこのまま放置しておれば不良の財産、資産になってしまう可能性も

ございます。で、遊休地というのは普段からきちんと管理をしておりませんと、

えぇ、まぁ、土地がすぐ雑草でですね、荒れてしまったり、あるいはその敷地内

に未利用施設があったりしますと建物自体が荒廃します。それから人目に付き

にくい所なんかにあったりしますとえぇ、そこにゴミの不法撤去をされる可能

性ありますし、犯罪の温床になんかになってしまう可能性もあります。えぇ、景

観を乱す原因にもなりません、なりますし、そいからまた子ども達が不用意に近

づいてですね、敷地内に侵入して怪我をしてしまうなど遊休地と、を放置すると

いうことは非常にリスクやデメリットを、どんだけあるか計り知れないという

ふうに、あのぅ、思っております。で、本来この遊休地についてはそのままにし

ておくんではなくて、常日頃からきちんとした管理をしてきれいに安全な状態

にしておくことが責任でありますし、そのためには現地まで行って点検や確認

をしたり、そいから状況に応じて除草作業ですとか、そいからごみの撤去、安全

確認等をするのがさい、たいへんに手間やコストがかかる、かかります。まぁ、

しかしながら、あのぅ、現実的にはすべての跡地それからすべての遊休地を管理

することは非常に困難といわざるを得ない状況になっております。えぇ、このよ

うな状況におきまして、ええと、目的に合わせて最適な土地活用をしていくため

にですね、えぇ、事業者等によって公募型のプロポーザルを募集して企画を提案

してもらって、優れた内容のものに対して、まぁ、貸し付ける、あるいは譲渡す

る、更にはそこに建物とかがある場合には解体を条件にして無償で譲与するな

ど、まぁ、いろんな方法が考えられますけども、とにかく今や、ええと、やって

いるのは遊休地をそういった活用しやすい遊休地をホームページなどにより、

積極的にＰＲして、民間の資金と経営能力、まぁ、技術力、まぁ、ノウハウと

いいますか、そういうものを駆使して、えぇ、まぁ、邑南町に人が来る、働



26 
 

き場所ができる、そいから交流が盛んになる邑南町になる、そういうような

アイデアを募って、地域の活性化につながるようなご提案を期待したいと思

っております。えぇ、ただ今、その募集に向けて令和２年、ええと、２月を

目途にホームページに掲載できるように、遊休地を精査しながら事務を進め

ているところでございます。以上でございます。 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 

 

●宮田議員（宮田博）  ええ、まぁ、大変入念なご答弁をいただきまして、あ

のぅ、本来ここで町長のご所見をお聞きしようと思っておりましたが、たいへん

申し訳ありません、また別の機会に、あのぅ、お願いしたいと思っております。

えぇ、と言いますのもまだあのぅ、盛りだくさん通告をしておりますので、なん

としてもこれだけは消化したいなと思っております。よろしくご協力をお願い

いたします。えぇ、まぁ、今の答弁の中にもありましたが、まぁ、やはりあのぅ、

こういった財政状況が非常に厳しくなってくるという中では、自主財源を確保

するということも重要なことではないだろうかなと思っております。まぁ、そう

いった中で、えぇ、今の答弁の中にはこれから２月にホームページに掲載をして

提案を求めていくと、まあ、いうような、えぇ、ご答弁でありましたが、あのぅ、

実は広島のですね、ある市におきましては、あのぅ、公有財産活用基本方針とい

うようなものを、まぁ、これはホームページに出ておりますので、ある市とは言

わなくてもいいと思います。尾道市です。えぇ、中を全部読ましていただきまし

たが、まぁ、なかなか前向きな取り組みだなというふうに思っております。ただ、

立地がですね、尾道と当地といっては地価の評価も相当違いますので、まぁ、な

かなかすぐこれが本町の財源に有効に活用されるということにもならないかも

知れませんが、やはり、取り組みの方針、やり方としては、まぁ、これぐらいあ

の前向きにやっていく必要があるのではないだろうかなと、えぇ、思っておりま

す。まぁ、この方針の表面、えぇ、表紙にはですね、えぇ、公有財産の有効活用

の推進と適切な処分を目指して、まぁ、というふうにあります。まぁ、いわゆる

不稼働の、使わない資産があれば、これは、えぇ、今の答弁にもありましたよう

に、やはり必要とされるところに使っていただく、あるいは売却をするというの

が重要じゃあないだろうかなと、えぇ、思っております。で、あのぅ、まぁ、後

ほども少しふれたいと思いますが、えぇ、本町の計画書等々には検討するという、

この検討ということがですね、ことばが非常によく使われております。後で質問

に入りますが、行財政の改善、改革、まぁ、これについてもたくさん使われてお

りますが、えぇ、この尾道市が作成した方針には検討ということばは一切使って

ありません。前向きに有効活用を推進するとか、実施するとか、まぁ、こういう
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ふうなほんとに読んでも、あぁ、本気度があるなというような検討が悪いという

んじゃあないですが、まぁ、私もビジネス界におりまして、検討ということばは

まぁ、体のいいお断りというような使い方をしとったように思います。まぁ、本

町のこの一般質問でも、検討ということが、まぁ、どっちかというとそういうふ

うな捉え方にされても仕方ないかなと、まぁ、いうふうな感もありまして、あえ

て、皮肉的なことを申し上げたところでございます。えぇ、ということで次の２

番目のですね、邑南町の行財政の改善計画の進捗状況という項に移らしていた

だきます。えぇ、まぁ、この計画の背景的にはまぁ、自主財源、ほんとに乏しい

本町におきましては、えぇ、頼りの綱でありました交付税の合併特例措置の減額

が続きまして、これからまあ、これが一本化になるというような状況、まぁ、こ

れを想定して３０年の９月にこの計画が策定をされ、そしてえぇ、今年の９月に

は邑南町行財政改善実施計画、それから邑南町の定員適正化計画が作成されて、

今、進められていると理解をしております。まぁ、この計画期間というのは５年

間でございます。まぁ、５年間が長いかわる、短いかこれは別にいたしまして、

まぁ、できなければおそらくまた、えぇ、延長もされていくのかなと思っており

ますが、えぇ、まぁ、この計画の表紙の初めの欄にですね、書いてありますこと、

いわゆる合併直後の非常に危機的な状況からいろんなこの改善を実施してきた

というほんとにあのぅ、厳しい書き下しがございまして、正にそうであったなと

いうふうに感じているところでございますが、えぇ、しかし、今現在この作成さ

れた計画書あるいは実施計画、適正化計画そしてあのぅ、先般は委員会のほうで

ですね、この進捗状況について、えぇ、説明と言いますか報告がありました。え

ぇ、実施の改善計画進捗状況ということで、まぁ、これ１ページ大変失礼ですが、

わずか２９行の報告に留まっておりますし、まぁ、この中でも、えぇ、先ほどか

ら言っとります検討、検討、検討、検討チームというような書き下しです。やり

ますとか、しておりますとかいうことは殆どなかったように見受けられます。で、

あのぅ、ほんとうに本町のこれの計画書のような危機感があるんであれば、まぁ、

もう少し目に見えるものが出てしかりじゃあないかなと、まぁ、いうようなとこ

ろで、まぁ、今回この進捗状況についてということでの質問をしたところでござ

います。えぇ、ですべてというわけにはまいりませんが、あのぅ、ここに挙げて

あります事務事業の見直しの進捗状況、そして公共施設管理運営等の見直し、ま

ぁ、これもまぁ、時間の制約もございますので、なるべく簡潔にまとめてご答弁

をいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○植田総務課長（植田弘和）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  植田総務課長。 
 

○植田総務課長（植田弘和）  えぇ、邑南町行財政改善計画の進捗状況全般に
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ついてのご質問であったというふうに思います。えぇ、順番に説明させて頂こう

と思いますが、１番、事務事業の見直しの進捗状況の中で①の事務事業の整理

合理化についてでございますが、この点につきましては、職員が実際に行う

業務の中で生じている課題や改善すべき点を把握するために、今年５月に全

職員に対しまして、『業務改善に関する提案募集』を行いました。これは、

過去の慣習にとらわれずに、今までに無い自由な発想で業務改善に関する提

案をしてもらうよう職員に依頼をして行ったものでございまして、結果とし

まして、職員から、１２７件の業務改善に関する提案が出されました。これ

らを実現させるために、職員による検討チームを作ったところでございます

が、この検討チームは先ほどからおっしゃっているようなものではなくて、

推進や実施を前提として設置したというふうに私たちは考えております。え

ぇ、その検討チームには二つございまして、業務改善に関する検討チーム、

そして事務事業の一元化・支所の在り方検討チームということで二つに分か

れて活動しております。業務改善に関する検討チームは具体的には現在４項

目を選定して検討に入っております。１点は窓口申請時の申請用紙の記入の

支援でございます。これは住民の皆さんが役場に来られた際、手続きに非常

に、あのぅ、複数の申請書を手書きで書いていただいておりますので、これ

らを窓口でその煩雑さを解消するためにどのような方法があるかというよ

うなところを協議をしておりまして、えぇ、その協議が整ったところでパソ

コンであるとか、タブレットを活用したような申請方法に持って行くような

ことを前提として、目標として取り組んでおります。２点目は内部会議のペ

ーパーレス化についての検討でございます。職員による内部会議を行う際に

は、様々な資料を印刷して人数分揃えておりますけれども、えぇ、資料作成

にかかるコストですとか、えぇ、職員がその資料を印刷調整する際の労力の

削減をすることができないかというところを検討しております。具体的には

指名審査会という会を今町内で持っておりますけれども、その際に提出され

る書類という説明資料というのは秘密資料でございますので、すべて後でそ

れをシュレッダーにかけて処分しております。こういったものをペーパーレ

ス化できないかということで、えぇ、ノートパソコンを使ったデータ上での

確認というようなことを今検討して進めております。近々、ええと、試行段

階に入れるのではないかというふうに思っております。２番の民間委託の推

進についてでございます。民間委託の推進につきましては、本町は、今年１

月に町内の郵便局と包括的連携に関する協定を締結いたしました。この協定

の中では安心・安全な暮らしの実現に関すること。二つ目に地域経済活性化

に関すること。三つ目に未来を担う子どもの育成に関すること。四つ目に女

性の活躍推進に関すること。五つ目にその他、地方創生に関することという

内容を持って取り組むということにされておりますが、この協定に基づきま

して、町内の郵便局の皆さんから、２０の項目に渡る具体的な提案をいただ
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きまして、現在それを各課で内容を検討、協議をしているところでございま

す。三つ目の補助金の整理合理化でございます。補助金の整理合理化につき

ましては、各課が所管する事業の中で、各種団体に対し補助金交付要綱に基

づいて実施しているところでございます。令和２年度の予算編成方針の中で、

『行財政改善計画の着実な実行』を図り、財政健全化の道筋をつけるとして

おります。各種団体への補助金は真に必要な額を積算し、関係団体と協議し

て積極的に見直すとの申し合わせに基づきまして、各課において各種団体と

の協議を踏まえたうえで、補助金に係る新年度の予算要求を行っているとこ

ろでございます。今後は、各課横断的な体制を構築したうえで、全庁的な視

点で積極的な見直しを進めて行きたいと考えております。えぇ、四つ目の自

主財源の確保、受益者負担の適正化と収入未済額の解消についてでございま

す。自主財源の確保、受益者負担の適正化と収入未済額の解消については行

財政改善実施計画の中で３点掲げております。１点目は自主財源の確保につ

いて、ふるさと寄付を２億円目標とする。２点目は受益者負担の適正化する。

３点目は収入未済額の解消について、制度と体制を整備し収入未済額の解消

を行うというところでございます。１点目のふるさと寄付額を２億円とする

という項目につきましては、今年の４月から専門性を高めるため担当課を総

務課から商工観光課に替えるとともに、民間の力を生かすため、町内事業所

であります「食と農人材育成センター」に返礼品の取り扱い業務を委託し寄

付額２億円を目指した取り組みを継続しております。２点目の受益者負担の

適正化につきましては、施設を利用する際の使用料や、各種証明書の証明手

数料など、様々な場面で条例に基づき、使用料や手数料を徴収しております

が、その中で、証明手数料の一部につきまして、他の自治体の状況や、本庁

各支所における証明書発行状況を調査したところでございます。今後調査結

果をもとに、他の自治体の状況も踏まえ、町としてしっかりと方針案を作成

し、住民の皆さんと一緒に協議を進めていきたいと考えております。３点目

の収入未済額の解消についての取り組みですが、今年４月１日に、邑南町債

権管理条例が施行されまして、この条例に基づいて管財課において税外債権

に関するガイドラインを策定し、これに基づいて債権を管理する担当課にお

いて督促や財産調査、戸別訪問などを庁内で一体的に実施しております。徴

収実績も上向いているところでございます。これから後の公営企業の経営合

理化につきましては、担当の水道課から説明をさしていただこうと思います

ので、飛んで、(２)番の公共施設管理運営の見直しについてを先に説明をさ

せていただきます。この項目につきましては、施設の整理合理化検討チーム

を編成しております。この検討チームでは、２９年３月に邑南町公共施設等

総合管理計画を策定して、この計画で示している、２０４の対象施設の総延

床面積１４３,６９１㎡について、今後３０年間で１０％程度減らしていく

という方針に基づいた検討を行っております。この総合管理計画の中では、
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対象とする施設を１１の類型に分類しておりまして、その中の一つである、

公民館や自治会館を対象とする町民文化系施設の在り方について、職員によ

る総合的な検討を進めております。以上でございます。 

 

○三上水道課長（三上和彦）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  三上水道課長 
 

○三上水道課長（三上和彦）  公営企業等の経営合理化の推進の進捗状況で

ございますが、ここでは、公営企業に絞って申し上げます。まず、水道事業

について申し上げます。 平成２９年度に地方公営企業の適用化となりまし

た水道事業につきましては、累積の欠損金が１億２，２百万円に上っていま

す。本町は、面積が広大で、多くの資産を抱えているため、大きな減価償却

費が赤字の要因となっております。今後、減価償却費が減少してまいります

が、それだけでは赤字の解消はできないと考えています。収益面では、平成

２９年度に水道料金の改定を行っておりますが、給水人口の減少や給水量の

減少によって、水道料金収入が計画を下回っております。このことは、給水

人口の減少と合わせて、節水による減少も一因であると考えております。具

体的に言いますと節水タイプのトイレ、洗濯機、お風呂などの普及による節

水があると考えております。また、簡易水道事業の統合により最初の５年間

は、総務省の一般会計からの繰り出し金の高料金対策に要する経費が簡易水

道事業の基準として維持されますが、令和４年度から５年間で段階的に補正

減となり、令和９年度には、上水道事業の繰り出し基準に移行します。一般

会計からの繰り出し基準の減少により、このタイミングでの、料金改定を検

討する必要があると考えております。そして、赤字を解消していくには、収

益面だけでなく、費用面を抑える必要があります。今後は、民間でできると

ことは民間に委託し、水道事業に関わる人員削減などを行い、人件費を抑え

る検討をしないといけないと考えております。さらに、給水量が減少してい

くことに合わせた、施設更新計画を策定し、給水量に見合った施設統合、ダ

ウンサイジングなどを行う必要があると考えております。次に下水道事業に

ついて申し上げます。地方公営企業の法適化の新たなロードマップが示され、

公共下水道や農業集落排水、生活排水なども、遅くとも令和６年度には、法

適化をしなければならないことになりました。現在、邑南町としては、県内

の他自治体の状況を把握しながら法適化の時期を検討している段階でござ

います。県内の同規模の多くの自治体では、令和６年度を目指していると聞

いております。本町の下水道事業についても、これから資産調査、例規の整

備、料金改定など法適化に向けた準備が必要となってまいります。 
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●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 

 

●宮田議員（宮田博）  はい、あのぅ、まぁ、検討ということばにつてちょっ

と言いすぎたかなあという気も致しておりますが、まぁ、答弁の中で、えぇ、こ

れはいわゆる前向きに進めるという実施を前提とした検討だというふうにいた

だきまして、まぁ、少し安心をしたところでございます。まぁ、あのぅ、まぁ、

こういったあのぅ、計画、ほんとにあのぅ、文書で少ない、回答が少ないという

ふうなことも申し上げましたが、ほんとは中身はほんとにあのぅ、細かくあるん

じゃないかなというふうな気も致しております。しかし、まぁ、これをあえて申

しますのは、やはりこれをしっかりやっていかないと、あのぅ、本町のこの危機

的な状況、まぁ、今危機的ではないんですが、これから後段でも申し上げますが、

歳入は減る、あるいは歳出のほうでは逆に大きな増えていく要因が抱えている

というような状況であるから、かい、えぇ、計画というものは確実にしっかりと

進める必要があるということからこの質問をさしていただいたところでござい

ます。あのぅ、公営企業につきましては、若干今の答弁の中で気になることもご

ざいますが、まぁ、これはまだ先のところで検討を進める余地があるかなと思っ

ておりますので、また後日これを進めて参りたいなと思っております。えぇ、急

いで申し訳ありませんが、次の質問に入らしていただきます。えぇ、令和２年度

の予算編成にということで、まぁ、昨年はこれは一番先にお願いしたんですが、

まぁ、どうもやはり反省的なところから入っていって、じゃあ来年度はそういっ

たところを現代の今年の事業を盛り込んで、どういうふうにやるのかというふ

うなというふうな流れのほうがいいかなということで、今年は少し順番もかえ

さしていただいたところでございます。えぇ、まぁ、先ほども少しふれましたが、

あのぅ、歳入面では１番ありました、えぇ、３割強だったでしょうかね、合併特

例債の縮減が終了して一本化になる。そして歳出のほうでは今分かっているだ

けでも防災無線の整備、あるいは総合事務組合のごみ処理施設の拠出、えぇ、そ

れから中学校の建て替え、まぁ、そういった大型事業がどんどん控えている状況

下ではないだろうかなと理解をしております。まぁ、そういったふうにほとんど

は依存財源で占めております財政の運営の中でこの限られた財源というものを

有効にしていかなければいけない。それから若しくはまた無駄ではないがこれ

から修正ができる項目についてはどんどん修正を図る必要があるというところ

で、えぇ、令和２年度の予算編成についてはどのような方針で、えぇ、これを策

定をされようとしているのか、えぇ、今ちょうど予算の策定時期に入っておられ

ると思いますので、えぇ、現状で結構でございますので、えぇ、これもできるだ

け、残り時間も少なくなりましたので、簡潔にご説明いただければと思います。 
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○白須財務課長（白須寿）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  白須財務課長。残り時間が５分を切りましたので、

簡潔に答弁をお願いします。 
 

○白須財務課長（白須寿）  えぇ、令和２年度の予算編成の基本方針におけ

る事務事業の見直しについてご説明申し上げます。最初に予算編成の基本方

針全体について説明させていただきます。令和２年度は行財政改善計画推進

期間の３年目にあたることから、財政健全化への道筋をつける年度と位置づ

け、基本方針を「行財政改善計画の着実な実行」とし、邑南町行財政改善計

画でも重点事項としております「事務事業の見直し」「公共施設の管理運営

等の見直し」「行政コストの削減」を項目として掲げているところでござい

ます。また、重点項目でございますが、メインテーマを「おおなんの強みを

活かすまちづくり」、サブテーマを「地域経済の好循環で、所得と生活の豊

かさの向上を目指す」としております。重点項目の具体的な項目としまして

は、「邑南町しごとづくりセンターの実効性を高め、町内消費率を向上させ

て町内経済循環の拡大を図る」「各地域の拠点を結ぶ交通ネットワークの整

備」「魅力ある邑南町農林業づくり」「切れ目のない子どもの健康・子育て

支援と健康長寿のまちづくり」「地域共生社会づくりの推進」の五つの項目

を掲げているところでございます。基本方針に戻りまして、議員ご質問のま

ず、「事務事業の見直し」でございますが、一つ目に「事務事業の整理・合

理化」としまして、事務事業のゼロベースでの見直しや事業効果の検証など

を進める。えぇ、二つ目に「民間委託の推進」としまして、指定管理者制度

や外部資源などの活用を、三つ目に「補助金等の整理合理化」としまして、

各種団体補助金の精査を、四つ目に「自主財源の確保」としまして、受益者

負担の適正化や収入未済額の解消などを挙げているところでございます。

「公共施設の管理運営等の見直し」でございますが、一つ目に「施設の整理

合理化」としまして、個別計画の策定と計画に基づく多角的な利用と効率的

な運営を、二つ目に「管理運営方法の見直し」としまして、需要に応じた運

営や利用手続きの簡素化を挙げているところでございます。えぇ、現在基本

方針を基に、各課、支所におきまして要求額を積み上げ、財務課査定を進め

ているところでございます。予算編成を通じ引き続き邑南町行財政改善計画

の着実な実行を進めてまいりたいと考えております。 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  宮田議員。 
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●宮田議員（宮田博）  はい、あのぅ、まぁ、これをですね、できればあのぅ、

非常にあのぅ、こういった計画、次年度の計画については、まぁ、１２月の委員

会等々でですね、この方針、大きな方針だけでも、えぇ、示していただいた方が、

えぇ、我々としても次は何をしようとしているのかなというようなところも分

かっていいんじゃあないかなと、まぁ、いろんな予算の折衝とか難しいこともあ

ろうかと思います。早くこれを出してしまうと、また、えぇ、議会のほうからあ

あだ、こうだと言われるということもあろうかとは思いますが、まぁ、やはり今

日こうして発表する限りはこれも広報に出てしまいますので、まぁ、私は早めに

広報があってもいいんじゃないかなと思っております。えぇ、まぁ、昨年が民の

力を生かしたまちづくり、そして２年、あぁ、今年がですね、来年は邑南の強み

を生かすまちづくりと、あのぅ、非常に良いタイトルだと思っております。えぇ、

このタイトルの通りになるようにひとつ来年度の事業が、えぇ、大きく進展しま

すことを祈念を申し上げまして、えぇ、大変失礼な発言もあったかと思いますが、

質問を終わらしていただきます。 

 

●山中議長（山中康樹）  以上で宮田議員の一般質問は終了いたしました。こ

こで休憩に入らせていただきます。再開は午後１時１５分とさせていただきま

す。 

 
 

―― 午前11時45分 休憩 ―― 

 
―― 午後１時15分 再開 ―― 

 
～～～○～～～ 

 
●山中議長（山中康樹）  再開をいたします。続きまして、通告順位第３号平

野議員、登壇をお願いします。 
 

（議員登壇） 
 
●平野議員（平野一成）  議長。 
 
●山中議長（山中康樹）  ３番平野議員。 
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●平野議員（平野一成）  はい、３番平野一成でございます。えぇ、議長の許

可をいただきまして、１２月議会質問をさしていただきます。えぇ、午後一番の

時間ということと、えぇ、気温も少し高いのかなというような感じで、あのぅ、

しんどい時間帯になるかも知れませんが１時間ほどお付き合いを願いたいと思

います。また私はあのぅ、今ちょっと風邪をひいたのか、治りかけなのか、鼻声

でございまして今から良くなるんか、悪くなるんか分かりませんが、あのぅ、一

生懸命やらせてもらいますので、よろしくお願いします。ええと、今回は１点ほ

ど通告さしていただきました。持続可能な社会そして、えぇ、共生社会をめざす

うえで、ＳＤＧ’ｓの理念は有効であると考えていると、それでこのＳＤＧ’ｓ

を邑南町政にどう生かすかということで通告しておりますが、このＳＤＧ’ｓと

いうのはなかなかあのぅ、聞きなれないことばで、皆さん方の中にもそんなには

耳にされていないというふうに思います。えぇ、２０１６年平成の２８年ですか、

の、私の一般質問の中で、この表をお示ししたことがあると思います。これがＳ

ＤＧ’ｓの１７のゴールという表でございます。で、この時は私もこの関係の講

演を聞きに行ったことがあるというだけで、正直言ってたいして興味を示して

おりませんでした。しかしながらその後あらゆるところでＳＤＧ’ｓということ

ばを聞くようになりました。このことについてはあのぅ、皆さんお分かりになら

ない方も多いと思いますので、まぁ、後ほど町長とのやり取りを通じてＳＤＧ

‘ｓというものが理解していただければいいなと思っております。えぇ、ＳＤＧ’

ｓというのは、えぇ、まぁ、英語で分かりにくいと思われるかも知れませんが、

Ｓｕｓｔａｉｎｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓという日本

語で訳しましたら、持続可能な開発目標というふうに訳されております。特にあ

のぅ、日本の社会の中では今地方は持続可能ということを求めて、いろいろな施

策をとっております。このＳＤＧ’ｓの先ほど言いました１７の目標の中にも、

住み続けられるまちづくり、質の高い教育、全ての人に健康と福祉などの目標が

含まれておりまして、えぇ、本町を含め地方の自治体が取り組んでいくべき課題

というものが中に取り組まれております。それから最近では民間企業によりま

すこの活動、それから学校や例えばまぁ、矢上高校などでもこういう議論が今取

り入れられているというふうに聞いております。地方自治体に対しましても、え

ぇ、国はＳＤＧ’ｓの理念を原動力とした地方創生をというふうにゆっておりま

すし、先ほど示されました島根創生計画の中にもＳＤＧ’ｓの理念の共有が求め

られるというふうにしております。まぁ、島根県も新知事になられましていろい

ろと新しい取り組み中山間地域に力を入れた取り組み等進めていこうとしてお

られます。我々も、あのぅ、まぁ、町民の幸せのために持続可能な共生社会を目

指していくうえで、このＳＤＧ’ｓの考えというものは非常に有効に使えるので

はないかというふうに考えております。そこで、最近特にあのぅ、石橋町長の発

言の中で、誰一人取り残さないというこれはＳＤＧ’ｓの基本ともなることばで

すけれども、そういうことばがよく聞かれるようになりました。そこで、えぇ、
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このＳＤＧ’ｓに対して、石橋町長がどのように考えておられるかそのご見解と

今後この町政にどのようにこれを生かしていこうとしておられるか、お聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 
 
○石橋町長（石橋良治）  はい議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 
 

○石橋町長（石橋良治）  えぇ、あのぅ、ま、ＳＤＳＧ‘ｓ、ＳＤＧ’ｓ、こ

の中身について今平野議員さんがおっしゃったので、皆さんだいたい理解され

たというふうに、まぁ、思いますけども、えぇ、まぁ、先般、あのぅ、合併１５

周年をやって、まぁ、振り返りもさしてもらいました。で、私自身感ずることは、

まぁ、初代の町長として、あのぅ、中心部だけ栄えるんではなくて周辺部もやっ

ぱり大事にして、町全体が調和のとれた発展をするようにという、こういう思い

でやってきたわけであります。えぇ、和の理念をモットーとする邑南町の中で、

やっぱり分断をしてはいけない町全体が発展するということを、私は、まぁ、常

に頭においてやってきたわけであります。えぇ、そういうことを考えると最近こ

ういったＳＤＧ’ｓが言われていることについて、若干、えぇ、まぁ、正解だっ

たのかなという思いはありますけれども、えぇ、特にあのぅ、最近私がよく言っ

ているということをおっしゃったわけでありますが、あのぅ、特にまぁ、毎年町

政座談会をやっとります。あるいは、毎回、毎年女性会議もやってます。あるい

はいろんなアンケートをやっておりまして、やっぱり町民の皆さん方のほんと

にあのぅ、生活に密着したいろんな意見をお持ちだなあと、おひとり、お一人、

やっぱりそれぞれ考え方も違うし、みんなが同じように考えるということでは

ないなということに、改めて気づいているわけであります。えぇ、そうしますと、

やはりまちづくりのやっぱり要諦というのは単に道路をつくったよ、箱モノを

造ったよということだけではなくて、やはりあのぅ、町民の皆さんのそうした考

え方、悩みにしっかり寄り添っていくことが今一番求められてるなというふう

にまぁ、最近特にまぁ、思ってるわけであります。まぁ、そういう中でやはりあ

のぅ、えぇ、ＳＤＧ’ｓの誰一人取り残さないということについて、非常にこれ

はまぁ、合点がいくなあとマッチするなあとまぁ、こういう思いを今してるわけ

であります。えぇ、やはりあのぅ、町民のおひとりお一人のやっぱり生活環境は

全然違うわけでありますし、それに基づいてのやはりいろんな悩み、あるいは苦

しみ、あるいは考え方は全部ち、いろいろあるわけでありますから、やっぱりそ

れに寄り添っていくっていくことが、我々行政に求められている姿であるとい

うふうにまぁ、思っておりまして、そのことをやることによって皆さんがおっし

ゃってるような町民の幸せにつながるということになるんではないかなと思い

ます。えぇ、そのためにもあのぅ、皆さん方おひとり、お一人の、まぁ、居場所
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づくりと言いますかね、居場所というのは、あのぅ、単にあの場所ということで

はなくて、えぇ、活躍していただける場所を我々、まぁ、と一緒に考えていくか

ということであります。そして、おひとりお一人皆いいところを持ってらっしゃ

るわけでありますし、その役割を明確にしてひとり一人が活躍をいただける、ま

ぁ、このことが幸せにつながり、ＳＤＧ’ｓにつながっていくんではないかなと、

いうふうに、まぁ、思ってるわけです。えぇ、まぁ、今後の取り組みであります

けども、あのぅ、今おっしゃったように国も邑南町版のまち・ひと・しごとの第

２期というところで、えぇ、創生総合戦略というものを言ってるわけであります

が、邑南町としては皆さん方に案を示してるように一つの命題として先ほど申

し上げたようなことを頭に描きながら、１万人総活躍のまちづくりと、まぁ、こ

ういうようなテーマを掲げていこうかなというふうに思ってます。で、その中で

国が新たな視点というところで、第２期の創生総合戦略を考えるにあたって、Ｓ

ＤＧ’ｓを原動力とした地方創生の推進、まぁ、こういうことを言っております

ので、えぇ、肉付けをする時に邑南町としてのそうした中身をしっかり考えて国

に出していきたいなとこういうふうに、まぁ、思います。で、すでにあのぅ、こ

のＳＤＧ’ｓはあのぅ、地方自治体の中で３１の自治体がいわゆるＳＤＧ’ｓの

未来都市というところで採択を受けていらっしゃいます。またその中で１０の

モデルの自治体がモデル事業として、えぇ、国からのいろんな内閣府からのです

ね、横断的な支援を受けていると、こういうまぁ、実態もあるわけでございます。

で、まぁ、３１都市の中で調べてみますと、残念ながら中国地方では鳥取県と岡

山県ではわずかありますけども、島根、広島、山口で、まだ採択に至ってません。

まぁ、それだけに非常にやっぱりよく考えて出さなきゃいけない難しいテーマ

ではありますけども、邑南町としては採択に向けてですね、積極的に挑戦してい

きたいと、まぁ、いうふうに、まぁ、思ってるわけです。で、その中でやはり、

肝と言いますか、何が核になるかということはこれからの議論になるわけであ

りますけども、えぇ、まぁ、何をやるにしても人づくりということが、一番私は

まぁ、大事だというふうに、まぁ、思っておりまして、えぇ、人づくりというこ

とを核に据えながら今現実に地区別戦略でいろいろとまぁ、それなる成果を出

しておりますし、これを第２期に向かって形はどうなるかわかりませんが、継続

していきたいとこういう思いもございますし、それから最近ユニバーサルとか

共生社会とかいうことも邑南町目指しているわけでございますので、えぇ、多様

性ということをですね、キーワードとしてそんな中にまた改めて設けていきた

いなというふうにまぁ、思ってます。あと、まぁ、具体的にはあと質問が男女共

同参画とかフィンランドとかありますけども、具体的にすでに走り出している

ものもあるんじゃあないかと思いまして、例えば福祉では邑南町地域保健福祉

計画で、邑南町みんなしあわせプランというものを改定をしながら、こう、実行

していこうとしておりますし、えぇ、まぁ、フィンランドの、との交流も正にそ

ういうことになるんではないかなというふうに、まぁ、思っております。あるい
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は今検討しております地区を、１２地区を結ぶ道の駅というようなところもＳ

ＤＧ’ｓに絡むんではないかなというふうに、まぁ、思っております。えぇ、ま

ぁ、そういうことも一つの具体策として頭に描きながら後残されているのはエ

ネルギーの問題ですね、これをまぁ、どうやって自給していくかという、地域内

循環というところは、まぁ、あるわけでありますが、そういったところも検討項

目に入れながら邑南町としての未来都市●西土に向けて頑張っていきたいなと

こういう思いでいっぱいであります。 
 
●平野議員（平野一成）  はい、議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  平野議員。 
 

●平野議員（平野一成）  はい、えぇ、ＳＤＧ’ｓについての町長のお考えを

お聞きをいたしまして、えぇ、積極的に取り組んでいっていただけるという力強

いお言葉でしたので、みんなで一生懸命盛り上げていかなければいけないとい

うふうに思います。それで、あのぅ、今いろいろと１万人総活躍でありますとか、

多様性でありますとか、いろんなキーワードが出て参りました。それでこのＳＤ

Ｇ’ｓというものを今からどうやって具体的に進めて行くのかというところで、

一つあのぅ、ご提案なんですけれども、やはり、あのぅ、すべての課、全ての皆

さんに関係してくる課題であろうというふうに思います。課によってここはい

らないよとか、そういうのはない、多分ないはずだと思います。それでやはり各

課でですね、自分たちが関わりそうな目標ですね、この１７の目標、それぞれを

自分たちでどう取り組もうかというふうに考えてみていただけないかなと、そ

の上で例えば町民課なら町民課で我々はこの目標に取り組んでますよというよ

うな、あのぅ、パネルでもなんでもいいですから、そういうものを掲げてですね、

あのぅ、進めていただく。まぁ、そうすれば、まぁ、来られた町民の皆さんもこ

れは何？とまず聞かれると思いますので、そこで説明もできましょうし、ま、そ

のためには勉強もしなければなりません。で、職員の皆さんもモチベーションが

少しは上がっていくのかなということがあると思いますんで、そのへんのあの

ぅ、取り組みがもしできるものであればしていただきたいと思います。またやは

り、これは、あのぅ、行政だけでできるものではないことは皆さんごぞん、ご承

知だと思います。町民の皆さん、そいから事業者の皆さん、町内のすべての皆さ

んを巻き込んで行わなければならない大きな事業だろうと思います。ただ、先ほ

ど町長も言われましたようにやっていることは今までと一緒だと思います。そ

れをどういう思いで、どう拡大していくのか、成長さしていくのかだと思います。

そういう意味では、あのぅ、今町長がおっしゃいました、このＳＤＧ’ｓの思い

というものを皆さんがやはり町内へもっともっと発信してほしいというふうに

思います。広報、ケーブルテレビ等、あのぅ、町外へ発信する情報というのは今
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朝ほど漆谷議員さんとの協議でございました。私は町内へもっともっと発信す

ることが必要ではないかなといつも思っておりますけれども、ぜひこの機会を

利用してですね、ＳＤＧ’ｓとはこんなものだというものを町内へ発信していっ

ていただければというふうに思います。やはり、あのぅ、地方をリードしていく

のはやっぱり行政の皆さん、いくら民間の力だと言いながらもリードしていく

のは皆さんだと思います。町政のいろんな局面において、このＳＤＧ’ｓという

考え方、これを理解をしてそれからＳＤＧ’ｓのこの１７の目標の下には１６９

もの具体的なゴール、そしてその下に２３０以上のいろんなデータ、手法が載っ

ております。これをできるだけ研究していただいて、これからの行政、ＳＤＧ’

ｓの推進に生かしていっていただければと思います。今あのぅ、世界はいろいろ

と混迷しております。世界の、あのぅ、国連加盟国が目標にしていると言いまし

ても、なかなか目標に向かって歩ける地域は数少ないんじゃあないかと思いま

す。そういう意味ではやはり日本としてリードしていけるような、そういう役割

りをしっかり担っていっていただければというふうに思います。ええと、そうし

ましたら、町長はええですか、あれでＳＤＧ’ｓについては、よろしいですか。

まだ、ハハハ。 
 
○石橋町長（石橋良治）  はい議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 
 

○石橋町長（石橋良治）  えぇ、まぁ、今いろいろとご指導いただきましたけ

れども、あのぅ、非常にこれはあのぅ、１７の目標があって、あのぅ、なかなか

そのぅ、幅広いというのは幅広いわけでありますが、やっぱり邑南町ならではの

ＳＤＧ’ｓのやり方っていうものがあろうかと思います。それはこれまでやって

来た実績に、を踏まえて、邑南町ならではの切り口でこういうことをやっていく

ということをやっぱり決めないと、なんかぼや～んとしたようなことになって

はいけませんので、もちろん各課関係はしますけども、そのへんはよく注意しな

がら、あぁ、一つの目標に向かってやっていこうとこういう思いでありますので、

よろしくお願いしたいと思います。 
 
●平野議員（平野一成）  はい、議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  平野議員。 
 

●平野議員（平野一成）  はい、ええと、まぁ、しっかりと研究していただい

て、それから、あのぅ、いわゆる地方創生の波に取り残されないようにぜひしっ

かりと取り組みをお願いしたいというふうに思います。そうしましたら、あのぅ、
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次の質問に入ります。まぁ、このＳＤＧ’ｓの取り組みに関連をする質問になり

ますけれども、現在本町が取り組んでおります取り組みの中で、２点ほど質問さ

せていただこうと思います。ええと、国のＳＤＧ’ｓ２０１９アクションプラン

の大きな柱の中にＳＤＧ’ｓの担い手としての次世代女性のエンパワーメント

というのがございます。この内で女性のエンパワーメントと言いますか、いわゆ

る女性活躍社会のことについて、えぇ、お伺いしたいと思います。えぇ、本町も、

あのぅ、男女共同参画の町を宣言しまして、この女性活躍社会の実現を目指して、

えぇ、いろいろ取り組んでいただいておりますが、昨年度、あぁ、昨年、じゃあ

ない、先般ですね、行われました昨年度の男女共同参画推進事業の事業検証とい

うものが行われました。まぁ、この時にですね、やはりまだまだ男女共同参画の

実現をしていくには道のりが遠いなという感じもしたんですけれども、その時

に見えた課題という点、それからそれに対してまぁ、ＳＤＧ’ｓの視点も含めて

もらっていいと思いますが、どういう取り組みが必要と思われたか、そして男女

共同参画の町を宣言して５年が経過をいたします。関連条例を制定をして一丸

となって取り組む体制整備が必要ではないだろうかと私は考えますけれども、

そのへんについてお答えをいただければと思います。 
 
○種町民課長（種由美）  番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  種町民課長。 
 

○種町民課長（種由美）  始めに、先ほど平野議員がおっしゃいましたように

先般平成３０年度の男女共同参画推進委員会を開かさしていただきました。そ

の時にいろいろ議員さんのほうからご意見をいただいたことに関しまして、課

題としてとらえたものをご説明申しあげます。その前に委員さんのほうの、あの

ぅ、メンバーの方のちょっと紹介、背景をご説明さしていただいてもよろしいで

しょうか。邑南町の男女共同参画推進の取り組みといたしましては、先ほどおっ

しゃいました、あのぅ、町も計画に第二次邑南町男女共同参画計画・邑南町Ｄ

Ｖ対策基本計画がございます。この計画に基づきまして、各課でそれぞれ事

業を展開し、男女共同参画の啓発に努めているところでございます。この町

の計画は、先ほどからご発言がありますように、女性活躍推進法に基づく市

町村計画としても位置づけているものでございます。この取り組みにつきま

しては、毎年度「邑南町男女共同参画推進委員会」を開催し、委員の皆さま

からご意見をいただいております。この委員には、島根県の男女共同参画サ

ポーターの方や町内の各団体などから推薦していただきました方、現在１５

名の方にお願いしております。ここで、ええと、平成３０年度のご意見また

ここ数年の委員会の委員さん、委員の皆さまからいただいたご意見や事業に

取り組むそれぞれの担当課の振り返りの評価、そして、島根県の男女共同参
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画調査の結果から課題としてとらえているものを、主なものを担当課として

は５点申しあげたいと思います。一つは、町内の事業所等への啓発などの取

り組みの方法でございます。課題として捉えました背景としましては、現在、

町は地方公共団体として女性活躍推進法もとづく「特定事業主行動計画」を

策定しております。一例をご紹介いたしますと、この計画の中で男性職員の

育児参画を推進しています。今年は男性職員の対象者２名の内１名が育児休

業を取得いたしました。委員の方からは、町内の事業所においても、女性が

能力を発揮でき、働き続け安い職場環境となるよう町は商工会など関係機関

と連携し、町内事業所への啓発活動をより積極的に行って欲しいとのご意見

をいただきました。それぞれの事業所に応じた啓発活動や取り組みの推進に

ついての情報提供を行っていくことも大切なことではないかと考えており

ますので、事務局である担当課といたしましては、より一層関係の担当課と

一緒に取り組み方を模索していく必要があると感じているため、課題の一つ

に掲げております。次に、２点目といたしましては、男女共同参画推進団体

の活動の支援や新たな推進活動グループの発掘、育成でございます。これに

つきましては現在石見地域および瑞穂地域に一グループずつ自主的に男女

共同参画の推進や啓発活動をされている団体がございます。このような地域

で男女共同参画推進の活動をされるグループ、団体が増えることを望んでお

りますが、新たな活動グループを把握するまでには至っておりません。今年

は羽須美地域のチャリティーに出演いたしまして、男女共同参画についての

紙芝居を披露し、県の男女共同サポーターや地位で活動していただける方の

募集を行いました。継続は力なりと申しますので引き続き各地域のいろいろ

な活動と連携した取り組みを行い、その中での啓発の推進に努めてまいりた

いと考えております。３点目は、審議会などへの女性の参画率の向上でござ

います。毎年度県でも男女共同参画の取り組み状況として審議会などへの女

性の参画率調査がございます。邑南町の参画率は審議会への女性への参画率

は平成３１年４月１日現在で２４．３％でございます。これは県内１１町村

の平均より上回っておりますが、県全体平均と比較すると下回っている状況

です。審議会等の事務局である関係課と連携いたしまして、女性の委員参画

率の向上に努めていきたいと考えております。４点目は、研修会や啓発活動

などにおいての情報提供及び情報発信の方法も課題として挙げております。

最後に５点目、先ほど平野議員さんがおっしゃいました男女共同参画に関す

る例規の整備でございます。先ほども平成２６年度に合併１０年記念式典で

男女共同参画推進の町宣言がなされたことをお話されました。これは瑞穂地

域、石見地域の現在も精力的に活動されております男女共同参画推進グルー

プから町長へ、町へ陳情、議会へ請願され採択されたものでございます。こ

のことを踏まえまして、委員の皆さま方からは町の計画はございますが、こ

の宣言から５年も経っておりますし、条例の制定につきましてご意見をいた
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だいているところでございます。委員の方からは、積極的な取り組みを進め

るためにも条例を制定し、町民の皆さんに周知しながら、より一層の推進運

動を展開し、啓発につなげていこうというご意見や、今現在邑南町まちづく

り基本条例があるので、この中でしっかりうたい、今後も継続した啓発活動

を進めて行けばいいのではないかなど、いろいろと意見も分かれているのが

現状でございます。現在島根県の状況はといいますと、平成３１年４月現在、

１４の、１２の市町が男女共同参画に関する条例を制定しております。引き

続き邑南町にとってより良い推進体制となるよう、男女共同参画に関する条

例については継続して協議していく必要があると考えております。以上でご

ざいます。 

 

●平野議員（平野一成）  はい、議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  平野議員。 
 

●平野議員（平野一成）  はい、ええと、男女共同参画あるいは女性活躍社会

の実現を目指す取り組みについて、えぇ、今ご答弁をいただきました。ええと、

条例の件につきましては、まぁ、そういう意見も委員会の中では出てきているが、

しかしながら、まちづくり基本条例というものがある中でそれをしっかりと意

識して生かしていくべきで、条例についてはまだまだ先でもいいのではないか

というような意見があったということでございまして、このへんにつきまして

は理解をいたしました。まぁ、あのぅ、男女共同参画ということで、えぇ、女性

の参画率でありますとか、男性の、男性職員の育児参加とかいろいろまぁ、取り

組みがありますけれども、やはり基本的にはお互いのまずは違いというものを

認めた上で共同で参画に取り組むということを進めて行っていただければとい

うふうに思います。またあのぅ、ＳＤＧ’ｓの中でこの女性活躍社会というもの

がうたわれております。特に日本の国の中でうたわれておりますので、そのへん

はしっかりと推進をしていただければというふうに思います。ええと、そうしま

したら、もう１点。これはええと、今現在取り組んでおります男女、あぁ、男女

じゃあないわ、フィンランドとの交流のことでございますけれども、先ほど、先

般フィンランドのチームの東京パラリンピックへの出場が叶わなかったという

ことが発表がございました。まぁ、その後でですね、いろいろと町民の皆さん方

からもご意見を頂戴しますし、えぇ、先の全員協議会の中でもなかなか町内で、

あのぅ、気運が上がってないよという意見も出ておりましたが、まぁ、よく今聞

きますのが、東京へ出んのになしてキャンプをせにゃあいけんのかと、まぁ、あ

からさまですけれどもそういう意見もあります。で、このことにつきましては、

これから、あぁ、これまでもずっと、いろんな機会で町民の皆さんに説明をして

きておるはずではございますが、伝えたつもりで伝わっていないということは
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伝えていないのと一緒だというふうに言われます。ただ、そのぅ、今東京大会へ

出られなくなったからこそ、これからどのようにフィンランドとの交流をして

いくのか、これがやはりＳＤＧ’ｓの考え方の中で一人も取り残さないという考

え方にプラスして、共生社会のひとり一人の力を最大限引き出すということの

目標というものがあるはずですんで、そこらについて今一度町民の皆さんにほ

んとうの、ほんとうのと言いますか、ほんとに目指す姿そういうものをもう一度

伝えられたほうがいいのではないかというふうに思いまして、質問をさしてい

ただきます。私はこのフィンランド、男女平等でありますとか、女性活躍社会、

ほいから教育の、あ、高度な教育、それから育児あるいは福祉の心、この共生社

会を実現するためのイメージとしたら、私は最適な相手じゃないかと個人的に

は思いますけれども、まぁ、今度どういうふうにそれを町民の皆さんに伝えてい

くかそして施策を進めていくかそのへんをお知らせいただければと思います。 
 

○大橋生涯学習課長（大橋覚）  番外。 

 

●山中議長（山中康樹）  大橋生涯学習課長。 
 
○大橋生涯学習課長（大橋覚）  共生社会の実現につきまして、のご質問でご

ざいます。フィンランド共和国は、えぇ、東京パラリンピックの本戦を逃しまし

た。これは非常に残念なことではあります。が、えぇ、当初より合宿の目的でも

あります共生社会の実現に向けて、合宿の実施を起点に、視覚障がいをはじめ

様々な障がいや障がい者への理解を深め、邑南町のすべての人々にとって住み

やすい町を目指したいという思いで取り組んでまいったところでございます。

また、あのぅ、合宿についてでございますけど、２０１８年１０月１４日に覚書

を締結をさしていただきました。その大きな決め手となったのは、町民の皆さま

の温かい歓迎があったということを聞いております。また今後その交流を深め

ていきたいという思いから合宿の時期を直前ではなく、事前にというところで、

春先に決定をさしていただきました。もちろん合宿につきましては、トップアス

リートは参ります。そういった視覚障がい者アスリートの凄さを身近に感じて

いただきたい。また一面ではありますけど、視覚障がい者についてもご理解を頂

く場面があるだろうというふうに考えております。またさらに、今調整をしてお

りますけど、日本代表の、日本代表との合同合宿につきまして今調整をさしてい

ただいております。このことがもし実現できれば、国際試合をこの邑南町で開催

できるというようなことで期待をぜひしていただきたいというふうに考えてお

ります。また先ほど来ありました、共生社会の実現についてでございます。現在、

「共生社会ホストタウン」という国の登録につきまして今邑南町申請をさして

いただいております。町内の小中学校、矢上高等学校、石見養護学校および地域

におきまして、今までゴールボール体験会、パラリンピアンとの交流、人権教育
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あるいは福祉教育のプログラム等実施をしてまいりました。また施設整備とい

たしまして、元気館において点字ブロックおよび音声ガイドの設置等、そういっ

た実績をまとめて申請をさしていただいております。この登録制度はパラリン

ピアンの受け入れを契機に地域住民との交流を通し、心のバリアフリーとユニ

バーサルデザインのまちづくりの取り組みを実施するホストタウンの自治体を

認めるものでございます。この申請が認められれば、共生社会の実現を目指して

いる邑南町としてもさらに弾みがつくものと考えております。また先日「こんな

夜更けにバナナかよ」の講演会を実施をさしていただきました。そこで､講師の

先生が、障がい者だからできないことを我慢しては、我慢するのか、いやそうで

はなく、その実現のため私たちに何ができるのか、ていうようなところをご指導

いただいたところでございます。併せて当日ご参加いただきました参加者の皆

さまからのアンケートもいただきました。その多くは今以上に意識の醸成を図

る必要があるというようなご意見を頂いたところでございます。２０２０年実

施を致します合宿の際、選手の皆さまを、オール邑南町で受け入れる体制を構築

することで、町民の皆さまが積極的にこの合宿に関わっていただき、また、寄り

添って頂くことによりまして、多くの気づきであったり、学びであったりが得ら

れ、理解教育へと繋げていくものと確信をしているところでございます。そして

その気づき、学びが、家庭であったり、地域であったり、社会であったりと拡充

していくことが共生社会の実現へとつながっていくものと考えております。ま

たフィンランドとの交流につきましてもご質問をいただきました。一番顕著の

例で言いますと、今年度実施をいたします、交流派遣事業でございます。今年度

は生徒１６人、引率４人、計２０名で派遣を致します。えぇ、その中で事前学習

会の際、参加する子どもたちから、今までのフィンランドの交流を踏まえまして、

是非ともフィンランドの教育であったり、福祉であったりを現地で学んでみた

いという声をいただいたところでございます。えぇ、その視察先を調整をさして

いただいて、数箇所、あのぅ、引き受けていただきましたので、それをしっかり

と現場で研修をしていただいて、また子ども達が是非とも今後に活かしていき

たいということばもいただいておりますので、期待するところでございます。ま

た高校生同士の交流というところも以前願っておりました。えぇ、毎年視察で行

かしていただいております、エスポ―市のエスポーンラフティ高校のほうから

是非とも邑南町で文化交流を実施したいという申し入れを今受けております。

最終の調整をしておりますので是非ともこのことも実現し総合交流へとつなげ

て参りたいというふうに思っております。また、出前講座「フィンランドを学ぼ

う」あるいは今広報誌に掲載しとります、えぇ、国際交流員によりますフィンラ

ンド共和国の紹介等、先ずは町民の皆さまに「知っていただく」というところか

ら始めて参っております。今後につきましては、進めておりますフィンランド共

和国との交流により学んできましたいろいろな「違い」を基に、それを邑南町で

どのように生かしていければよいのかというところはですね、前向きに考えて
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まいりたいというふうに思っております。 

 

●平野議員（平野一成）  はい、議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  平野議員。 
 

●平野議員（平野一成）  はい、ええ、まぁ、フィンランドの交流ということ

で、えぇ、ご答弁いただきましたけれども、えと、やはりあのぅ、ひとり一人の

力を最大限に引き出すということで以前町長もおっしゃっておられましたけれ

ども、無くしたものをなげくよりも持っているものを最大限生かすことを考え

るということで、で、その時に言われました、その私たちに何ができるかという

ところ、この私たちがどこまで広がるかということが課題だろうと思います。や

はりあのぅ、なかなか広がらないというのは一部の人の間で止っているんじゃ

あないかということもあります。そのへんをどう広げていくかというところに

取り組んでいただければというふうに思います。えぇ、そうしましたら、最後に

次世代の育成ということで、えぇ、教育の課題について教育長にお伺いしたいと

思います。ＳＤＧ’ｓを議論しましたが、その中にまた英語ですがＥＳＤという

ことばがございます。これは Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｕｓｔｉｎａ

ｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔいうことで、持続可能な社会をつくるために

必要な教育ということでございます。それで、ＳＤＧ’ｓの中におきましては、

全てのＳＤＧ’ｓが教育に期待していると、ＳＤ、あぁ、ＥＳＤはＳＤＧ’ｓを

推進する上での中心的な存在になっていますというふうに書いてございます。

これは石橋町長がいつも言われます、人材育成であるということにつながって

いく大事な観念じゃあないかと思います。それで、これまでこのＥＳＤに取り組

んできている学校から、大事な報告が入っているようでございますが、ＥＳＤに

取り組んでいる学校では児童生徒の心の発達や自己肯定感の醸成に寄与してい

る。主体的、共同的に学ぶ力を高めている。学校と地域の連携を促進することに

役立っているという報告が挙っているようです。これは今正に我々邑南町が求

めている方向に合致しているんではないかというふうに考えますけれども、現

在、まぁ、地域と共にある学校ということで、えぇ、いろいろ取り組んできてお

りますけれども、持続可能な社会の担い手の育成を目指すうえで、教育委員会の

取り組みと共にですね、町の施策全体にこうした教育の力で大きな方向性を示

すくらいの取り組みにしていく、いかなければいけないと思います。それからこ

う、えぇ、この前行われました３００人委員会あるいは今後行われます１０００

人委員会に向けてですね、こうしたことに関する協議というものをしっかりと

進めていっていかなければ、いかなければいけないと思いますけれども、このこ

とに関して教育長の見解をお願いしたいと思います。 
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○土居教育長（土居達也）  番外 
 

●山中議長（山中康樹）  土居教育長。 
 

○土居教育長（土居達也）  あのぅ、持続可能な開発のための教育ということ

について、えぇ、地域と共にある学校づくりに、まぁ、あのぅ、活かしていく考

えはないかというご質問だと思います。あのぅ、先に結論を言いますと、地域と

共にある学校づくりを実現していくためには、いろんなあのぅ、目的や方法があ

ると思います。えぇ、例えばあのぅ、一人でできることで言えば、えぇ、挨拶を

子どもとかわすであるとか、いろんなあのぅ、取り組みがこの間の３００人委員

会でも議論されたことだというふうに思っておりますので、えぇ、それだけがあ

のぅ、目標といいますか、目的ではありませんけども、子ども達の、これから生

きていく力を育ていくためには、学校だけではなくて、えぇ、地域の人たちと一

緒に交流をしたり、あるいは活動したりする中で、中でないと育てない、育たな

い力があるんだという、そういう認識を学校の先生方もあるいは町民も共用し

ていただいて、えぇ、そういう力を育てていくんだという意味では、えぇ、この

ＥＳＤというのは非常に、あのぅ、有効な考え方だというふうに思っております。

今、あのぅ、テレビではああして中村医師が銃弾に倒れた、あの飢餓を、外国の

飢餓を救おうという献身的な活動、あるいはコップ２５、スペインで開かれてお

ります環境問題の、そういう世界会議が行われております。そういう中で、えぇ、

スペイン、あぁ、スウェーデンのグレタ少女が大人たちには任せれられなという

ような発言をしながら行動をしております。えぇ、すべての地球のひとり一人が

豊かな恵みを生活の、で、受けるためには、いろんなあのぅ、先ほど言われまし

たような１７のそういう課題を解決をしていくということが、すごくあのぅ、求

められて、えぇ、そのすべての目標達成のためには教育が必要なんだという、そ

ういうあのぅ、おことばがありましたように、えぇ、これからを生きていく子ど

も達にはそういう教育がほんとに求められていきますし、えぇ、１０年後２０３

０年に目標達成ということになりますと、子ども達だけではなくて、私達大人が

どれぐらい世界で、おこなって、起こっているそういう目に見えない現象を身近

な課題として考えてイメージできる、そしてその課題を身近な、あのぅ、ところ

から解決をしていく、そういう中で、えぇ、新たな価値観やらあるいは行動をし

て行くというそういうことが一層求められていくんだと思います。えぇ、オオサ

ンショウウオ、ハンザケが邑南町では宝です。その生態を調べる中でほんとに子

ども達がこれ豊かな、そういう自然を守っていくために、子ども達なら、ならで、

どういうふうにして守って行くかというようなことを一緒に考えていくような、

そういうこう、世界規模の問題も身近な課題なところから考えていくというそ

ういう力というのがほんとはこれから生かされていくようなことになっていく

と思います。えぇ、次期学習指導要領の中でも、えぇ、持続可能な社会の作り手
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に育てるということが大きな目標とされています。邑南町も世界へも羽ばたけ

る力を子ども達に育てるというこの意図の中には、目標の中には、えぇ、三つ挙

げておりますけども、世界的、地球的な規模に立って、えぇ、自分とあるいはふ

るさとの未来をつなぐようなそういう高い志を持って育てていきたいというふ

うに柱を掲げております。で、先ほどおっしゃったように、えぇ、地域と共にあ

る学校づくりは最終的にはいろんな取り組みもありますけども、地域の皆さん

方と子どもとが身近な課題を地域にある課題を見つけながら、えぇ、一緒に取り

組んでいく中で、えぇ、これからを生きていく、えぇ、力を育てていかなければ

ならないというふうに考えております。 
 
●平野議員（平野一成）  はい、議長。 
 

●山中議長（山中康樹）  平野議員。残り時間５分を切りましたので、質問も

簡潔にお願いします。 
 

●平野議員（平野一成）  はい、えと、まぁ、教育長の、今所見を伺いました、

あのぅ、まぁ、今後ですね、様々な協議の場におきましても、やはりこのＥＳＤ

という考え方をですね、多くの皆さんと共有をしていっていただきたいという

ふうに思います。そいから、このＳＤＧ’ｓという世界が目指す壮大な目標とい

うものを質問をしましたけれども、まぁ、細かい課題は今朝からも議論がありま

すけども、山積をしておりますけれども、それぞれの課題解決に向かって、誰一

人取り残さないそしてひとり一人の力を最大限発揮させるという考え方を持っ

て、えぇ、今後の事業に活かしてほしいというふうに思います。えぇ、今日東京

のほうでパレードをしておるようでございますが、先のラグビー日本チームの

流行語大賞いなりました、ワンチームということで、以前はオール邑南町という

ことばでしたけれども、ひとつワンチームということで、頑張っていただければ

と思います。それでえと、質問は以上で終わりますけども、一つお礼を申し上げ

てよろしいでしょうか。質問には関係してない。（お礼ですか？）ではないです。

（全然関係ないお礼？それは個人的なことですか）個人的なことであり、個人的

でないことであり、（公的なもんならいいです）はい、ええと、先の６月の議会

で提案をさしていただきました、ミニミニ外国ということで教育委員会の積極

的な、あのぅ、お取り組みとそいから田所の地区別戦略の皆さん、ほいから町内

有志の皆さん、そいから町内ＡＬＴのふたり、交流支援員、あぁ、国際交流員の

アーロさんなどのたくさんのご協力をいただきまして、この１２月１５日に田

所公民館で開催をしていただくことになっております。ほんとうにありがとう

ございます。えぇ、聞きましたら、保育園児や低学年の子ども達を中心に親子で

１００名を超える申し込みがあったようでございます。で、対応できないという

ことでお断りをした方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いております。
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先ほどありましたあのぅ、フィンランドに出かけられます中学生、高校生の参加

もいただいておるということでございます。えぇ、初めての試みですので、どう

なるか分かりませんけれども、町内各地に今後こうしたことが広がっていくこ

とを期待をしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上

で私の質問を終わります。ありがとうございました。 
 
●山中議長（山中康樹）  以上で、 平野議員の一般質問は終了いたしました。

ここで休憩に入らせていただきます。再開は、午後２時３０分とさせていただき

ます。 
 

―― 午後 ２時１３分 休憩 ―― 

 
―― 午後 ２時３０分 再開 ―― 

 
～～～○～～～ 

 
●山中議長（山中康樹）  再開をいたします。続きまして、通告順位第４号三

上議員、登壇をお願いします。 
 

（議員登壇） 
 
●三上議員（三上徹）  議長。 
 
●山中議長（山中康樹）  １４番三上議員。 
 

●三上議員（三上徹）  はい、１４番三上徹でございます。えぇ、今回は、え

ぇ、今後の邑南町の課題と方向についてということで、えぇ、たいへん広い、範

囲の広い一般通告となりました。さて、先般は邑南町合併１５周年記念式典が盛

大に行われましたが、もう１5年も経ったかと気持ちを新たにしたところでござ

います。えぇ、この間、石橋町長には１期目においては各町村が抱えていた問題

解決、調和に努められ、またまちづくり基本条例を制定され、自治会を単位とし

た活性化と地域格差の平準化を進められました。２期目においては、老朽施設の

改築、えぇ、他地域に先駆けての光ケーブルの配置、おおなんケーブルテレビ局

の開局。えぇ、農商工等連携ビジョンを基に日本一の子育て村やＡ級グルメ構想

等内外に積極的に発信されました。３期目は豪雨災害の対応、Ａ級グルメをさら
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に発展すべく食の学校、農の学校の開設、いこいの村の大規模リニューアル、そ

して福祉の町邑南町としてフィンランドとの交流を開始されました。ええと、４

期目におきましては、三江線の廃止に伴う地域の衰退、人口減による活力の低下

にメスを入れるべく、仕事づくりセンターが開設され、また活性化の糸を探るべ

く多くの大学やスペシャリストと協定を結ばれ施策を展開中であります。今申

し上げましたことはほんの一部でございますが、今日までの並々ならぬ努力に

先ずもって敬意を表するところでございます。えぇ、今回ちょうど１５年の区切

りでもあり、大変大きなテーマでございますが、質問のやりとりの中からなんか

見つかればと思いここに立たせていただきました。えぇ、たいへん前置きが長く

なりましたが本題に入ります。今まで私が行った一般質問のその後についてと

いうことを書いておりますが、その中の①平成２３年、２４年の１２月議会で、

農村社会で生きれる施策の展開について、農家所得の向上や農業の担い手、また

町の自立には、分析、問題解決ができる部署が必要だと訴えたことがあります。

答弁では自立に向かって、よく調査して所得の向上に努めたいとありますが、そ

の後どうなっておりますか。また続けてでございますが、②の平成３０年１２月

議会の農家数減少を非常に心配してその対策についてということで、答弁は町

だけでは大変難しいが、魅力発信の方法を考えたいということでした。その後、

農家数の推移はどうなっておりますか、以上２点を続けてお伺いいたします。 

 

○大賀農林振興課長（大賀定）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  大賀農林振興課長。 
 

○大賀農林振興課長（大賀定）  えぇ、２点一緒に説明ということで少し長く

なるかも知れませんけどもお許しいただきたいと思います。えぇ、まず、平成２

３年、平成２４年のご質問は、それぞれ若干ニュアンスが違うのかも知れま

せんけれども、農村社会の維持、農村社会で生きていくために必要な取り組

みは何か、それについて何をしてきたのかという主旨のご質問でございまし

た。その当時、農業・農村における課題は、担い手不足・所得向上・農地の

荒廃の三つがキーワードであり、その課題を解消することを目標に取り組ん

できたと説明をしております。この間、７，８年経過しておりますが、現在

抱えている課題も大きくは変わっていないと思っております。これらの課題

解決に向けた取り組みは、農業・農村を維持していくために必要不可欠なも

のでございまして、今後も続けていかなければならないものであるというふ

うに思っております。具体的には、これまで集落営農組織の立ち上げ、組織

の法人化を進めて参りました。その結果、現在では町内に１９の法人組織が

立ち上がっております。えぇ、その１９の法人組織全てが課題も無く現在も

営農活動を継続していらっしゃるわけではないかも知れませんけれども、該
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当の集落などにおいては集落営農組織の取り組みは、一定の効果があったと

いうふうに思っております。また集落営農組織の立ち上げが難しい集落、そ

れから個々の農家が頑張っていらっしゃる集落などの支援につきましては、

これまで中山間直払いの協定などを通して、それぞれの状況が違いますので、

個別の対応をさせていただいております。今後も同様に支援させていただき

たいと思っております。えぇ、また、地域おこし協力隊制度を活用したアグ

サポ隊などによる新規就農者の育成・確保に取り組んで参りました。その結

果、３名が町内で就農しております。農業所得の向上につきましては、これ

までいろいろな取り組みに対して支援を行って参りました。今後は水稲中心

の農業から収益性の高い園芸作物への転換を図り、所得の向上を目指してい

ただきたいというふうに思っております。農業・農村の活性、維持・活性化

において、中山間直払いや多面的機能支払いなど、集落の協定へ直接交付さ

れる交付金などの効果は非常に大きいものがあるというふうに思っており

ます。交付金活用のため、集落内での話し合いが必要であり、その使途につ

いては集落で創意工夫がなされ、昔ながらの地域コミュニティも確保される

ことから、地域ぐるみで農地を守るという共通認識の醸成にもつながってい

るのではないかというふうに思っております。次に平成３０年のご質問は、

農家減少とそれを維持する施策はとのご質問でございました。当時は、２０

１５年実施の農林業センサスの調査結果をもとに総農家数が１,７１１戸、

土地持ち非農家が８４２戸というふうに説明をしております。総農家数１,

７１１戸につきましては、その５年前の２０１０年、平成２２年の２,０４

２戸から３３１戸の減少でございました。現在、最新の調査結果は、先ほど

申し上げました２０１５年、平成２７年２月１日基準のものでございまして、

次回は来年、２０２０年に実施されることから、それより新しい数字は持っ

ておりません。また水稲共済加入者数の推移につきまして、今回、農済しま

ね石見支所に問い合わせをしてみました。その結果、水稲共済加入者、町内

全体でございますが、えぇ、昨年２０１８年、平成３０年でございますが、

１,２９１戸。えぇ、その５年前２０１３年、平成２５年は１，５４３戸でご

ざいました。えぇ、比べますと２５２戸の減少でございました。集落営農組

織の立ち上げ、法人化などによる減少もあると思っておりますが、それ以上

に面積と共に減少している状況があったというふうに思っております。農家

数の減少を少しでも食い止める、または維持する施策といたしましては、現

在も農業・農村が抱えている課題を解決するための取り組みであり、平成３

０年当時と全く変わらず、担い手の確保、収益性の改善、農地・林地の活用

の３点を挙げて説明を当時されておりますので、現在も変わっておりません。

えぇ、今朝ほどの漆谷議員のご質問に対する説明でも申し上げましたとおり、

現在、「人・農地プランの実質化」のため、町内農家の皆さんに対し、耕作

者の年齢や後継者、担い手の有無などを確認させていただくためアンケート
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調査を行っております。将来の集落の農業の方針を決めていただこうとする

ものでございまして、５年後、１０年後について話し合っていただくもので

ございます。えぇ、関係機関の協力をいただきながら、積極的に話し合いを

進めて行きたいと思っております。また今後も引き続き、地域おこし協力隊

制度を利用、活用したアグサポ隊などによる新規就農者の育成・確保も取り

組んでいきたいと思っております。農業所得の向上に関しましては、先のほ

ども申し上げましたが、これまでもいろいろな取り組みに対して支援を行っ

てまいりました。これまでの水稲中心の農業から収益性の高い園芸作物への

転換を図り、農業所得の向上を目指していただきたいと思っております。新

たに令和２年度から、園芸作物の振興といたしまして、白ネギや広島菜など

の野菜の振興に加えて、新たにブドウ栽培の取り組みを進めていきたいと考

えております。昨日、上程していただきました一般会計補正予算第４号にお

きましても、今年度先行してブドウ栽培の研修用ハウスを整備させていただ

きたく、関連する予算を計上しております。よろしくお願いいたします。そ

れから担い手不足により、農地が荒廃する状況にもなるわけでありますが、

国の令和２年度農林水産関係予算概算要求では、それまで上位でありました

担い手不足の対策よりも、スマート農業の取り組みが上位に掲げられており

ます。町内おいても無人ヘリコプターやドローンによる防除作業など、取り

組みがすでに始まっております。今後、町内でますますスマート農業の取り

組みが広がり、さらにはロボットやＡＩなどの技術により農作業が省力化、

無人化され、担い手不足にも対応した効果的な手法となることを期待してい

るところでございます。 

 

●三上議員（三上徹）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。 

 

●三上議員（三上徹）  はい、えぇ、私がわざわざ７，８年前のことを聞きま

したのは、あれからどういう意識が変わりながらどういうふうに施策も変わっ

たのかなということを一つは聞きたかったからであります。えぇ、それでは今ま

で質問をしていたその後について、えぇ、伺いましたが、これからの課題の解決

方法が今までは今までとしまして、これからが大変だと思っておりますので、え

ぇ、次の質問に移ります。えぇ、今後の邑南町の課題と方向は、といたしまして、

その一つとして、えぇ、先ずは邑南町を維持するために何が必要かということを

お伺いいたします。 

 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  議長、番外。 
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●山中議長（山中康樹）  三上地域みらい課長。 
 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  ご質問をいただきました、あのぅ、町を

維持するために、何が必要かというご質問でございます。まぁ、たくさんあると

思いますけれども、地域みらい課としての考えで申し上げさしていただきたい

というふうに思います。あのぅ、地域みらい課のほうでは、あのぅ、次期対策と

して策定中の、まち・ひと・しごと創生総合戦略を、まぁ、今策定中でございま

す。あのぅ、この中ではあのぅ、１万人確保の人口目標に加えまして、関係人口

の活用を加えるよう予定をしております。あのぅ、現状でも道路や農地管理等の

地域行事等には、えぇ、出身者等地域外に居住されるいわゆる関係人口の方が参

加されて、あのぅ、まぁ、成り立っているというような事例もございます。地域

外から人材を確保していくことも地域を維持していく上では、欠かせない取り

組みに、あのぅ、なりつつある地域もあるかというふうに考えております。えぇ、

次期戦略では定住人口のみに着目するのではなく、地域コミュニティ等の維持

や支援組織を育成する町を守る施策、あるいは人口減少に伴い減少していく仕

事をつくる施策にも、関係人口という新たな視点を加え、えぇ、住民の皆さんと

協働して進めていく必要があると考えております。 
 
●三上議員（三上徹）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。 

 

●三上議員（三上徹）  はい、えぇ、私がまぁ、わざわざ今、町を維持するた

めにはどうかと聞いておりますのは、まぁ、町と、まぁ、次に聞きます今度は町

民が生活するためにはという比較をするためにこうして聞いとるわけでござい

まして、えぇ、まぁ、町と言いますのは今みたいに課長が答えられましたような

主なものでございますが、一番大きなものは安定した財政であります。その財政

を維持するためにどうするのかと、一方では財源の確保であります。一方では歳

出の見直しであります。そういう時に人口の問題あるいは関係人口１万人活躍

社会へね、そういう人口の維持をするということは何に関係するかと言います

と、まぁ、もちろんコミュニティとか地方交付税、財政で言えば地方交付税に値

するわけであります。ほいで、もう一方、まぁ、まだまだ町交付税や有利な国県

分担金いろいろ産業の規制とかいろんなことを安定した今から財政を作ってい

くのには、やらなくて、ありますけども、その中でまぁ、今申し上げられたのは

特に人口の問題でありました。ほいで、一方で歳出の見直しのところへ入ります

と、適正な職員数、前にもちょっと、前の時にも述べておりますが、あぁ、まぁ、

これをなかなか皆言う人が、職員の方に嫌われるということで言う人がいない

ので私が言いますけども、あのぅ、適正な職員数、まぁ、合併当時からこうこう
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であったということを常々申し上げております。ほいで、今行革のところを見ま

しても、もう今こっからここまで減りましたとは書いてあります。しかし、どう

いう理由で減ったのかが大切なんであります。ただ単に減りました、なんかしよ

ったら減りましたいうのが一番問題であります。えぇ、特にその時点におきまし

ては、外部出向した人が６０何人おりました。それを、それが、まぁ、そういう

離れただけでももうそれだけは減ったということになるわけでございまして、

まぁ、そういう見方もあるでしょうけども、もう一方では、えぇ、業務委託、今

最近非常に業務委託が増えております。業務委託のほうがいいんだ、いいんだ、

いいんだいうて、安くあがるんだと、ね。増えておりますけども、ほんとに果た

してそうであろうかと。昔はそうだったのかなと役場の人は、ということを考え

てここに出したわけであります。まぁ、他にはまぁ、歳出の見直し、先ほど、今

日の皆さんの意見の中からも公共施設の見直しとか、公共交通の見直しとかい

ろいろございました。まぁ、これについてはまた後ほど述べます。えぇ、続きま

して、先ほど言いましたように、町を維持するためにはなんであるかと。私は財

源の確保と歳出の見直しであります。そこに関係したのが、まぁ、人口と、ある

いは職員数ということが大きな問題であります。続いて今度は町民が生活して

いくのには何が必要かということを伺います。 

 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  三上地域みらい課長。 
 

○三上地域みらい課長（三上直樹）  これもあのぅ、地域みらい課の立場での、

ええと、説明ということでご理解をいただきたいというふうに思います。あのぅ、

地域みらい課といたしましては、まぁ、町長からの指示を受けまして、１０月

２８日から１２月１０日の間、１２公民館単位で、自治会長さん、自治会役

員さん、それから行政協力員さんにお集まりを頂き、自治会運営上の課題、

えぇ、それから集落運営上の課題、それから互助機能の現状等に関する意見

聴取の会を実施してまいりました。住民の皆さんは、住んでいる地域で住み

続けられるよう、「人に迷惑はかけられない」とのお気持ちを持ちながら、

生活機能や周辺環境の維持に頑張っていらっしゃるというおことばを沢山

頂きました。このようなお気持ちが萎えることのないよう取り組む必要があ

るというふうに感じたところでございます。 

 

●三上議員（三上徹）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。 
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●三上議員（三上徹）  ええと、ここで、まぁ、町民が生活していくためには

といって、わざくれしておりますのは、どうもね、いろんな施策の中で町を維持

すること、町民のしあわせを願ってやることがね、ごちゃまぜになってね、えぇ、

施策としてなんか町民に伝わって来ないという思いがしたために、そうしとる

わけでございます。ほんで、そういう中におきまして、私が感じる町民が生活し

ていくために一番何が大切かと、収入を得る手段がないんです、今のこの邑南町

には。あるいやああるんですよ、そりゃあ、もちろん、その人が足りないと、今

日もあったように、人が足りん、まぁ、工場へ行ったらたりないとか、いろいろ

はあるんですけども、特に農家としてですね、他に得る手段がない。だからいろ

んな意味、農業プラスαしてごらんなさいよという、ね、半農半Ｘ、ような状況

もございましたが、その半Ｘしてくださいよいう、何をどうしていいか農家は分

からない。できる、農業をしたりいろんなことをするある程度のノウハウを持っ

ておるけどもそれがなかなか開拓できない。だから、そういう意味ではそういう

職業の開拓とか、農家、半Ｘのメニューのづくりというのが非常に重要になって

くるわけです。ほいで、まぁ、そういうことがあったのでね、こういうふうに、

特にまだまだこれだけじゃあないですよ、まぁ、もちろん健康の維持とか、食料

の確保いうことなど健康の維持ということは、保健福祉の充実とかそこへくる、

病院の交通手段とかくるわけです。それはもちろん食料の確保、調達方法、公共

交通、いろんなものが関連してくるんですが、そこらはまあまあ、今いってます

から、特にいってないところを今言いよるわけであって、えぇ、そういうふうな、

あのぅ、まぁ、情報にしても癒しの場にしてもなんとかかんとか今いっておりま

す。まぁ、そういうことで、まぁ、そこまでを全体的に今どうなのかなというこ

とで伺うために一つずつ段階を追うて聞いていきました。非常に、あのぅ、聞く

ときに心苦しかったのは今までうちの議会事務局長さんばっかりに聞くんで非

常に私も心苦しかったわけですけども、まぁ、そういうふうな状況の中で、えぇ、

もう一つ３番目に次まで聞いておきます。えぇ、課題解決が方法はどのように今

向かっていますかというふうに書いておりますが、まぁ、これも大きな問題なの

でね、どういうふうに課題解決、今日もあったようにサークル作って今やとると

かいうのがございました。ほいだけまぁ、少しは進んできたんかなあとは思って

おります。まぁ、この部分は、まぁ、聞いても、後と関係しますので、ちょっと

やめて、あのぅ、もう本題のほうへ入りたいと思います。はい、ええとね、今ま

でのことからいろいろやりとりしてきましたことは、今までどうであったかと、

昔何年前もこういうたよな、あれからどう進んだのかなというのが一つ、ほんで、

もう一つ今から先どうなのか、その時はまぁ、昔とそう変わっておりませんよい

うのがありました。ほいで、今度はどうするんかなあということは、まぁ、今ま

でがやりよったこととえっと変わってないわけです。ええと、そういうふうに今

までのことから見て全国的にはね、たいへん邑南町有名になりました。しかし、

町民に直接的に実感がない、何故だろうかなとちょっと思うんです。私が思いま



54 
 

すのには町の維持施策が多くて、さっき言いましたように町としての維持施策、

町が生きて行かにゃいけん、多くて町民に直接的にね、関係、まぁ、今から先は

関係人口で町との関係もつくるんでしょうけども、あのぅ、そういう直接的に関

係があるもんが非常に少ない。施策の中、あるいは予算の中でいうことがあった

ので、今日私は少し今後についてはその方向のシフトが必要ではないかなと思

ったので今回ここへ立っとるようなわけでございます。ちょうど１５年を節に

ね。もちろん、健康、公共交通、教育等についてはいろいろ展開されております。

その中で、しかしその中で一番肝心な収入を得る手段があまり考えておりませ

ん。直接的に。まぁ、農かで何とかやってくださいやというんだろうと思います。

で、しかし今は、この間前の時も言ったんですが、年金をもろうとる人ばっかり

が農業をしとるわけだけ、ね、まぁ、さほど、年金、年金が、ねえ、農業プラス

アンＸか、半Ｘか、かも分からんような状況ですね。しかしね、それが無くなっ

た時にね、どうなるだろうか。若い人にはそれがないわけだけ、ねえ、そういう

人ばっかりなったらどうなるんと考えたら空恐ろしいようなことになる。前に

も言うた思うんです。ええと、役所や会社に勤めてない農家を守っていく、若者

はその半Ｘをどのように見つけていくのか。なかなかねえ、農業をしながらそれ

を見つけなさいいうても難しいんですよ。そのためには役場の職員さんは役場

が維持するだけではなくて、まず、町民をどうするのか、そういうふうな気持ち

になってほしいわけでございます。それと同時に町民の生活が成り立たないと

また他所からくる定住も難しいんだ。だからなぜ私がそういうことを言います

かというと、一番言うと町というとっから町民へ降りてきて、一番その中で何か

というとこへ降りてきたことを先ずは解決することが一番の早道なんです。ま

ぁ、そういうことで私は今そのそういうことをしなくてはいけないなと今感じ

たことを申し上げましたが、どうお考えでしょうか。 

 

○石橋町長（石橋良治）  はい議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 
 

○石橋町長（石橋良治）  すみません、あのぅ、なかなか奥深いというか、非

常にあのぅ、意味深いというか、えぇ、答えるほうもたいへんなんですけども、

まぁ、あのぅ、三上徹議員さんは、あのぅ、実践者としてどちらかと言うと邑南

町でも一番条件不利地区の中ですごくリーダー役で頑張っておられる、その方

がやっぱりもう大変なんだという、やっぱり吐露されてるわけでして、えぇ、ま

ぁ、私も最初に言ったようにＳＤＧ’ｓで寄り添わなきゃいけないということで

ありますから、やっぱりそういうところを解決してこそ、邑南町ということにな

るんだろうと思いますし、えぇ、ただ、これは行政だけでは当然解決できないと

いうことは、あぁ、ご承知の通りだろうとまぁ、いうふうに思うんです。で、例
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えば上田地域、皆さん集落等いうことを頭に描いてみても、正にあのぅ、担い手

不足の真っただ中というところで、皆さん心配されているというふうに、まぁ、

思うんです。でも、ひるがえって見るとこれまで、あのぅ、いろんな取り組みを

されて、棚田オーダー制度とか龍王塾でのいろんな研修だとか、いろんな交流を

通じて、やっぱり今日来られたという成果は残っているんだろうと思います。や

っぱりその成果というものをもう一度再評価して、じゃあこれをどう宝として

磨きあげていくかということをやっぱり一緒になって住民と我々が考えていく

っていうことを、が、大事なんじゃあないかなと、まぁ、いうふうに思います。

ただ、問題は、じゃあ、住民の皆さんだけやってくださいよといっただけで、そ

れは人がいないという話になるわけでして、やっぱりあのぅ、今後の農村地域、

農村社会を維持していこうと考えるならば、平佐だけではなくて、いずれ邑南町

が行き着くであろう非常に、あのぅ、厳しい状況を考えると今から考えていかな

きゃいけないテーマであります。で、やっぱり、あのぅ、関係人口という話もあ

りましたけど、えぇ、やっぱり多様ないろんな人をその地域に呼び込む仕組みを

作っていくっということしかないんじゃあないかと思います。それはだから、当

然、えぇ、その地区以外の方々からおいでになって、住まなくても関係人口とし

て支援をして行くっていうところを、まぁ、正にあのぅ、ＪＲ三江線についても

そうでありますけど、うちは関係人口の作り方っていうのは、地域課題解決型で、

こんなことを地域では困ってんだということを見える化して、じゃあ、手伝って

よ、何とか助けてよということをやっぱり情報発信して今日まで来てるわけで

あります。えぇ、そういう意味では、そういうより厳しい条件不利地域では、こ

んな課題があるからぜひ皆さんで応援できないかっていうところをいかに発信

をしながら関係をつくっていくかということは私は可能ではないかなと思いま

す。まぁ、ちょうど国会も終わりましたけども、棚田法も成立いたしました。え

ぇ、昨日の新聞には、どっかの大きな棚田のイルミネーションもずいぶん輝いて

いて、やっぱりそんなつながりも出てきてるわけであります。これを地域の方々

にまかせるだけではなくて、やっぱり我々でできることは何なのかということ

を行政ひとり一人が、職員がですね、寄り添って考えることがまず出発ではない

かなというふうに、まぁ、思います。と、同時にあのぅ、農業の厳しさですけど

も、私もあのぅ、いろいろと、まぁ、勉強をしてるわけではありませんが、あの

ぅ、今言われているのは、一つの支流、あのぅ、一つの流れとして分かち合う農

業、ＣＳＡという、まぁ、これまた横文字になりますけどもね、つまりＣＳのＣ

はコミュニティ、Ｓはサポーティで、Ａはアグリカルチャー。まぁ、日本で、語

で直すと地域支援型農業ということであります。で、それをもう少し具体的にい

うと、生産者と消費者が結びついたコミュニティを形成して、食と環境を分かち

合い、互いの暮らしを支え合う農業、こういうことをやっぱりそろそろ我々考え

ていかなきゃいけないんじゃあないかなということを思ってます。と同時に

我々は今一生懸命地産地消ということを取り組んでまいりました。しかしなが
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ら、むしろこれは地産地消も大事でありますけども、地消地産ということばが今

だんだんと見直されています。地産地消じゃあなしに地消地産。これはどういう

ことかというとその土地で住民の方々や観光客の方々が消費するものは極力地

元の産物にしようと、こういう、まず消費者ありきです。消費者のほうに目を向

けていかないとやっぱり農業の将来もないんじゃあないかなとこんな思いも持

っております。ですからそのＣＳＡも正に消費者と一体となって生産者やろう

じゃあないかと、生産者だけに責任を負わせる時代じゃあないと思います。そう

いった考え方を持ちながらですね、なんとしても平佐も含めて厳しい農村社会

というものを守っていきたいなとこういうことを思ってますので、また、何時か

の時点で議論をいただきたいというふうに、まぁ、思います。 
 

●三上議員（三上徹）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。 

 

●三上議員（三上徹）  はい、えぇ、だいぶ農業の厳しさがわかっていただけ

たかと思います。そこにまぁ、寄り添うと言いますかね、そこらが、ええと、農

家だけではできないその一つの問題について、町、町もと言いますか、まぁ、町

の中でそういうグループを作りながらなんかいいメニューでもね、作りながら

こう皆さんのとこへ、地区、地区、あぁ、ここはこれいいんじゃあないか、与え

ていただくと農協と手を携えながら、そしたら、あぁ、それに取り組んでみよう

かなということでまた元気が出るわけです。ほいだけまあ、そういうことをして

ほしいなというのが一つの思いで、そりゃあまぁ、予算がなくてもそのメニュー

だけでもいいわけなんで、まぁ、そういうことが一つは言いたかったわけであり

ます。えぇ、ちなみに先ほど申しました、昔質問しました時に答えていただきま

したのは、農家所得平均、島根県の平均が年に７９万円です。２３年の時に答弁

いただいた時が。７９万円、年ですよ、月じゃあない。そういう状況の中だとい

うことを良くよく認識してもらわにゃあ、どれだけ農家が減っていくのかと、都

会からＵターンして帰ってきてくれいうてもあれじゃあ帰れんよじゃなくて、

やっぱりあこ元気にしとるなと、あのぅ、こういうメニューもろうて、まぁ、た

またま私らが今やっとる一つの種どり、タキイの種どり大根は、はあ、反当り１

００万行くよというようなんだったらね、すごく飛びついてまた来るでしょう。

やっぱりそういういろんないい物をどっかでメニューをね、やっぱり見つけに

ゃいけんのじゃあないかなというのを思います。まぁ、農業の農家の一つのこと

に関してはそうでございますが、こんだあ、人口、まぁ、町にあった人口問題。

これはまぁ、農家とも関係するわけでございますが、非常に私は見落としとると

こが一つあると思います。安易に考えとる人口、今１万人をね、今１万人を維持

していくいうてみんなで頑張りよるんですよ。だが、それを頑張るために非常に



57 
 

見誤っとることがあるんじゃあないかと、先ほど、あのぅ、農林振興課長からあ

りました、アンケート、わしもこないだたまたまたその役ですから、アンケート

をこう皆さんからいただいたのを何かなあ思うたら、これはこの人口が減るけ

えいうアンケートじゃあなかった。それはたまたま言われた農業に関してのア

ンケートでした。いやあ、今これを出しよるんだなあと思うて、まぁ、えかった

とは思うんですが、そこで自分がびっくりしておるのは、私が集めた中で後継者

がいないというのは半数以上でした。ということは邑南町の中の農業をしとる

人の、そりゃあ半数以上が後継者がいないいうて無くなるとは言いませんよ、そ

れが３分の１も無くなったら大きなもんだ。基本が無くなるということなので

ね、だからそういう意味も含めてさっきの、ちょっと一つを言うたようなわけで

す。ねえ。そういうことでございます。ほいで、まぁ、もう一つは、あのぅ、ま

ぁ、先ほど言うたことともう一つは今からやっていかにゃあいけんことをもう

ちょっと考えて、農家も考えてやってくださいよいうのは、あのぅ、産直の問題

もあるわけですよ。今産直をやろうとしとる中においては、そういう状況が片一

方ではあるんだとそれをどういうふうにそこもしゃっ、ピシッとしていくよと

いうことをしっかりすることと、関係人口でよそから来ることも併せてどうす

るかいうことが非常に大切になってくる。だけ、そのへんをね、もうちょっと丁

寧に調べていただきたいなと私は思っております。ええと、まぁ、中国新聞でも

読まれたと思いますが、今産直のね、冬の時代ということで、非常にまぁ、三次

の広島のアンテナショップがなくなった、庄原のがなくなったとか、それは何故

だということが今でとる。今頃各スーパーに全部産直コーナーができてしもう

た。ほしたら珍しくなくなったというようなのもある。そこいらも考えて、そい

じゃあ、うち独自の珍しいな、どうすればいいんかと、やっぱりいろんな意味で

ね、考えさせるとこがあろうと思います。そのへんもまた考えていただきたいと

思います。ええと、そこでね、もう一つこの人口を今からまた、あのぅ、維持し

ていくためにどうすればいいかというのはですね、私なりに思ったのは、Ｕ・I

ターンを逃す、ＰＲも今まで以上なことをしていかにゃいけん。特にＩターンは

仕事を持っている人、ねえ、さっき言うた半農半Ｘを持っとる人、その人をター

ゲットにこっちへ来てもらうと非常に助かる。特に今空き家問題がある。空き家

と併せて農地もというのをよくよく調査をして、町も。ほいだら、こういう物件

がありますが、農家と併せてあなたの持っとる仕事を併せてこっちでゆっくり

した田舎の、できますよ、そういうのを売りにしてですね、あるいはもちろんＩ

Ｔもあるでしょ。ＩＴ産業でこっちから仕事ができる。そういうことを半Ｘを持

った人を特にね、誘致する、いうようなことも今から考えていただきたいなと思

いますし、えぇ、さっき言いたい、農地、農地と一括で売り込む、そうすると農

地も荒れない、そこ集落に入っていただくと集落も活気づくいうようなことを

ね、町としてやっぱりどう発信して、どう行くのかということを考えてほしいな

と思います。えと、もう一つね、この前あのぅ、議員研修でですね、習いました
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ブーメラン、ブーメランいうのは邑南町から出て行った人をいかにこうブーメ

ランで返してくるかいうのがありました。いう意味においてですね、それはまぁ、

高校生が出て行ってもまた帰ってくるよという状況をつくると。高校生が特に

出ます。出たら出たっきりになるのが一番問題なのでそれをいかにして帰して

いくかという状況の時に、私が思いますのはブーメラン奨学金を高校生でもも

う作っていけばいいんじゃないかと、あるいはＵターン奨励金、まぁ、前も申し

ましたよ、人口が一人増えれば、まぁ、交付税が２０万ぐらいあるので、そのぐ

らいは出してあげてもつっぺじゃないかと、プラスマイナスすりゃあ、いうぐら

いのことを考えて、そういうのも創設したほうがいいんじゃあないかなと私は

思ったようなわけです。ええと、ねえ、言うのがねえ、農林業後継者育成奨学金

いうのがあるんだがね、今あるいは就農アドバイザーいう、やら担い手確保支援

事業いうのがあるんです、ある。毎年おんなじぐらい４００万ぐらい。あるんだ

が、それは何に使いよるんかわしもようわから、わからんいうちゃあいけん、予

算を見とって。いけんけども毎年同じようなのがあって、ほんまに就農、支援事

業で就農しとるんかいのういうのが一つあったり、もう一つはそのアドバイザ

ーいうのもおってそういうどんどんやりよるんだなあ思うだけで、ほんまのそ

の成果がどうであるかが分かってないんですよ。私らに。まぁ、それを一つお聞

きしたいのと、もう一つは、あのぅ、さっきいうた農林業後継者育成資金いうの

も作ってもろうとるんですよ、町長さんにいろんな奨学金を、だがその奨学金が

ね、まぁ、たまたま農業大学校へいくとか、ほいで帰って農林業でどっかへいく

とかしか使えんけ、ぜんぜん免除が、ぜんぜんないんよ、見てみると。免除が全

然ない言うことは帰ってきとらんいうことですよ。帰って来ても他の仕事に就

いたいうことで、あのへんが全然効果をなしてないなと思うたんよ。ほいで、そ

ういう意味でいくと、さっきいうたブーメラン奨学金とか、あのぅ、Ｕターンし

ょう、奨励金かをやってほしいなという思いがあります。ほいで、もう１点ほど

言わしてください。先ほど関係人口を、ね、うちらでも棚田やったりいろんなこ

とをしながら関係人口をやっとります。ただ、私たちだけじゃあない、町内にい

っぱいあろう思う、うちもテニスもしかり。一泊６００人来るとか、あるん。だ

からそういうのをですね、一回やっぱり調査してほしい。どれだけあるか。町内

に。ほしたらどれをどういうふうに引っ付けて、どういうふうに発展さしてやろ

うかというところまで行って関係人口を作っていただきたいなと思います。今

ちょっとこういうことを思って言いましたが、このことについてなんかありま

したら。 

 

○大賀農林振興課長（大賀定）  議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  大賀農林振興課長。 
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○大賀農林振興課長（大賀定）  えぇ、まず、邑南町農林業後継者育成奨学金

につきましてご説明を申し上げます。えぇ、この奨学金につきましては、平成２

４年からですね、えぇ、始めておりまして、邑南町の農林業振興に資する人材を

育成するため貸与しているものでございまして、えぇ、すでに貸与期間を終えて

邑南町にＵターンをして帰ってきて就農をして免除を受けている方もいらっし

ゃいます。で、えぇ、あ、すみません、あのぅ、猶予を受ける見込みで現在、あ

のぅ、就農されとりまして、えぇ、２年度から猶予になる方がいらっしゃるとい

うことでございます。えぇ、間違えておりました。それと、えぇ、農林業の関係

の事業所に就職をして、えぇ、半額の償還を免除されている方もいらっしゃる状

況でございます。それで、ええと、まぁ、この奨学金につきましては、えぇ、こ

れまで大田市にございます県立の農業大学校、今あのぅ、農林大学校、それから

県外の、あ、島根大学の農学の関係の学部、それから県外の農学の関係学部の、

えぇ、ほうへ進学された方々に貸与をさしていただいておりまして、えぇ、現在

もその方々につきましては有効に学資、それから生活費などに使っていただい

て将来は邑南町に帰って農林業に従事していただくという志を持っていただい

とるというふうに私たちは思っております。それから、ええと、就農支援アドバ

イザーにつきましては、えぇ、アグサポ隊などのえぇ、制度を活用して邑南町で

研修をしていらっしゃる方々、それから、そ、研修期間を終えられて就農された

方々、えぇ、につきまして農業の実際の指導から、えぇ、まぁ、生活しておられ

ますと町内でいろいろなことを経験されて、えぇ、精神的にもしんどくなったり

とかいう状況もあったりしますので、農業からそれから心のケアまですべて全

般について指導、援助をしていただいとるという状況でございまして、現在も積

極的に活動をしていただいとるところでございます。 
 
●三上議員（三上徹）  議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。 

 

●三上議員（三上徹）  ええと、時間もだいぶ無くなったので、次へ行かにゃ

いけません。ええと、もう一つ、えぇ、一番根本の農家のことについて先ほどか

ら申し上げて長くなってしましましたが、次にまぁ、一番職員の適正化と業務委

託の見直しということを次に挙げておりますが、これはねえ、業務委託のほうか

らいきますと、昔は役場の職員さんで測量もし、設計もし、土木においてはです

よ、いろんなことが全部できよった。今みんななんか委託のような感じがします

し、やはりねえ、あのぅ、町の中で邑南町はすごいなというノウハウをね。作っ

てほしいんですよ。ねえ。邑南町はこがあんとこ行ったら、パッパッとできて、

パッ、ねえ、ノウハウ。それがねえなんかみな外へだしゃあパッパッというよう

になってしまってるなという、私が感じがしたもんで、これを特に言うわけ。特
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に今さっき言うた、あのぅ、歳出の見直しいうところでね、まぁ、職員さんの見

直しいうのも言いましたよ。いうのは、もう一つ職員さんの見直しは、特に私が

昔から、はあ、１０年ぐらい前からこのＰＴＣＡとかいろんなことを言いよるん

ですが、その時にいっつも総務課長が答えてくれよった、まぁ、総務課長、代で

変わった、答えてくれたのは、いや、勉強さしとります、研修さしとりますいう

て、言われたんですが、やはり問題解決ができる勉強をして欲しい、問題提起が

できる勉強、そういうふうなのを私はしてほしい、してほしいいうて、もう、ぜ

んぜん見方が変わるんですよ、そういう勉強。そいだから今はいい人に来てもら

ってそれにアドバイスをもらいながらやるんだけども、いい人に、先生に来ても

らって、ね、１カ月になんぼとか、来てもらいながら、まぁ、今は来てもらっと

るのもある、それはまたそれの意識付けのためもあるんですが、そうじゃくほん

とにあのぅ、そういうのが実践、ＯＪＴ的に実践できる研修をですね、継続的に

続けていってほしい。いうのは一番とっつきやすいのはＱＣ活動いうんがある

んですよ。ＱＣサークル活動、これはクオリティ、コントロールだが、品質ばっ

かりいう、品質言うても全部品質が関わるんですよ。普通の作業順も品質どうな

の、だからそこに何があって、何がどうなるんかいうことなん。そういうのを紐

解くことによって、それはもう完全にあのぅ、思い、やり方が変わってくるんで

すよ。だからそういうふうな、まぁ、テーマの選定にしてもそういうのを使うと

全然ちごうてくる、物の見方が。だからそういう能率短大とかいろんなとこにあ

ります、そういうとこからほいじゃあどれを選んでやろうかという一つぐらい

は持って、その中でやってほしいなと思うんです。そりゃあ、そこ、こんだあ、

それを使う時に、ＱＣサークル活動の中でパレット図とか特性要因図やら系統

図やらマトリックスやらフローチャートやらＫＧＦやらいっぱあるわけ。その

ものによって、ものの解き方が、で、そういうところを勉強してほしいなという

のが私の思いであります。ほいで、ここでね、せっかくね、あのね、わしゃあ、

今日皆にいうといたんだ、松下幸之助語録をちょっとやるけえな。いうのはね、

これはまぁ、あのぅ、職員でどうだということですよ。えぇ、人より１時間よけ

いに働くことは尊い努力である。勤勉である。だが、今までより１時間少なく働

いて今まで以上の成果を上げることもまた尊い。そこに人間の生き方の進歩が

あるのではないか。創意と工夫がなくてはできない。楽々と働いて素晴らしい、

なお、素晴らしい成果ができる働き方から繁栄が生まれるというのが、松下幸之

助さんが言うとった。だからやっぱりそう、物の見方だと、このままでずっとえ

えんかやと、そうでなくて短い時間でいい成果を上げて、ああ、えかったなとい

う、やっぱり、そこを見るところに繁栄があるというて、物の見方を言うとられ

ます。まあ、そういうことで、あのぅ、いろいろあのぅ、言うとられますので、

そういう気持ちで、あのぅ、町民に寄り添うように、どうやったら寄り添えるか、

メニューをつくりながらどうやったら町民に寄り添えるかいうことをやってほ

しいというのが私の今回の主なテーマでございます。今まではワアーっと他所
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へ行くのもええ、それももちろんせにゃあいけんのん、せにゃあいけんのだが、

もうちょっとこっちのほうもそういうことの方向の中から、力を入れてくださ

いねという思いです。町長、最後に一言よろしくお願いします。 

 

○石橋町長（石橋良治）  はい議長、番外。 
 

●山中議長（山中康樹）  石橋町長。 
 

○石橋町長（石橋良治）  えぇ、一言いわれるけど、なかなか難しいですが、

あのぅ、まぁ、まず、最初にあのぅ、関係人口の話をされましたねえ。確かにお

っしゃるようにもっともっと広くいろんなことをやってる実態があるんで、少

し調査をさしていただきたいと思います。何らかの形でこれ、つながっていくん

じゃあないかと思います。おっしゃるように。えぇ、それと、まぁ、今のご質問

ですけども、職員研修、あのぅ、やっぱりあのぅ、企業は人なりということで、

松下さんもずっとこう言って、正にそうなんですが、やっぱり基本の基をまず知

るってことが大事で、そういう意味では、あのぅ、単にどっかに行って知識を覚

えるとかいうことだけではなくて、問題解決をするためには、こういう基本が大

事ですよっていうみたいなところはほんとに必要なのかなと、まぁ、いうふうに

思います。まぁ、それを踏まえてやはり私は現場に地域の課題というのはたくさ

ん眠っているんで、とにかく公務員飛び出せということ、ある人おっしゃってま

すけども、特にまぁ、あのぅ、支所の職員のまぁ、あり方みたいなもんも見直し

をしてますので、より現場に近いところの職員については、あのぅ、できるだけ

寄り添うように現場に行ってもらうような形でなんとかお願いをしていきたい

なと、まぁ、こういうふうに思います。そっから必ず解決策が生まれるし、住民

の方と接することによって信頼関係が生まれるいうことにもつながってくると

思いますので、仰せのとおりいうことでありますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
 
●三上議員（三上徹）  はい、議長。 

 

●山中議長（山中康樹）  三上議員。残り時間が５分になりましたので簡潔に

お願いします。 

 

●三上議員（三上徹）  はい、えぇ、議会はですね、議決権がもちろん住民を

代表して不自然に感じる事項を問題提起し審議するとあります。そういう観点

から今回は切磋琢磨しようということで、いろいろな場面もありますが、執行

部・議会とお互い理解を深めながら更なる努力をしたいことを申し上げて、私の

一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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●山中議長（山中康樹）  以上で、 三上議員の一般質問は終了いたしました。 
 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
散会宣告 

 
●山中議長（山中康樹）  本日は、これにて散会といたします。 
 

―― 午後３時26分 散会 ―― 
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